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 由布市告示第116号 

  令和７年第３回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     令和７年８月28日 

                                由布市長 相馬 尊重 

 １ 期 日  令和７年９月４日木曜日 

 ２ 場 所  由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

首藤 善友君         志賀 輝和君 

髙田 龍也君         坂本 光広君 

吉村 益則君         田中 廣幸君 

加藤 裕三君         平松惠美男君 

太田洋一郎君         加藤 幸雄君 

鷲野 弘一君         長谷川建策君 

佐藤 郁夫君         渕野けさ子君 

佐藤 人已君         田中真理子君 

佐藤 孝昭君         甲斐 裕一君 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和７年 第３回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和７年９月４日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和７年９月４日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第23号 専決処分の報告について 

 日程第６ 報告第24号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第25号 専決処分の報告について 

 日程第８ 報告第26号 専決処分の報告について 

 日程第９ 報告第27号 令和６年度決算における健全化判断比率について 

 日程第10 報告第28号 令和６年度決算における資金不足比率について 

 日程第11 報告第29号 由布市みらいふるさと基金条例の運用状況に関する報告について 

 日程第12 報告第30号 令和７年度由布市教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点

検・評価（令和６年度執行）報告について 

 日程第13 報告第31号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第14 認定第１号 令和６年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第15 認定第２号 令和６年度由布市水道事業会計収支決算の認定について 

 日程第16 諮問第３号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第17 諮問第４号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第18 諮問第５号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第19 諮問第６号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第20 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「令和７年度由布市一般会計補

正予算（第３号）」 

 日程第21 議案第75号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第22 議案第76号 財産の取得について 

 日程第23 議案第77号 工事請負契約の締結について 
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 日程第24 議案第78号 由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の廃止に

ついて 

 日程第25 議案第79号 由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第80号 由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第81号 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部改正について 

 日程第28 議案第82号 由布市営火葬場条例の一部改正について 

 日程第29 議案第83号 由布市公民館条例の一部改正について 

 日程第30 議案第84号 豊後大野市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する

協議について 

 日程第31 議案第85号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第32 議案第86号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第33 議案第87号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第34 議案第88号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第35 議案第89号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 日程第36 議案第90号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第２号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第23号 専決処分の報告について 

 日程第６ 報告第24号 専決処分の報告について 

 日程第７ 報告第25号 専決処分の報告について 

 日程第８ 報告第26号 専決処分の報告について 

 日程第９ 報告第27号 令和６年度決算における健全化判断比率について 

 日程第10 報告第28号 令和６年度決算における資金不足比率について 

 日程第11 報告第29号 由布市みらいふるさと基金条例の運用状況に関する報告について 

 日程第12 報告第30号 令和７年度由布市教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点

検・評価（令和６年度執行）報告について 
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 日程第13 報告第31号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第14 認定第１号 令和６年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第15 認定第２号 令和６年度由布市水道事業会計収支決算の認定について 

 日程第16 諮問第３号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第17 諮問第４号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第18 諮問第５号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第19 諮問第６号 人権擁護委員の推薦について 

 日程第20 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「令和７年度由布市一般会計補

正予算（第３号）」 

 日程第21 議案第75号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第22 議案第76号 財産の取得について 

 日程第23 議案第77号 工事請負契約の締結について 

 日程第24 議案第78号 由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の廃止に

ついて 

 日程第25 議案第79号 由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第80号 由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 日程第27 議案第81号 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部改正について 

 日程第28 議案第82号 由布市営火葬場条例の一部改正について 

 日程第29 議案第83号 由布市公民館条例の一部改正について 

 日程第30 議案第84号 豊後大野市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する

協議について 

 日程第31 議案第85号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第32 議案第86号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第33 議案第87号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第34 議案第88号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第35 議案第89号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 日程第36 議案第90号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第２号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 
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１番 首藤 善友君        ２番 志賀 輝和君 

３番 髙田 龍也君        ４番 坂本 光広君 

５番 吉村 益則君        ６番 田中 廣幸君 

７番 加藤 裕三君        ８番 平松惠美男君 

９番 太田洋一郎君        10番 加藤 幸雄君 

12番 長谷川建策君        13番 佐藤 郁夫君 

14番 渕野けさ子君        15番 佐藤 人已君 

16番 田中真理子君        17番 佐藤 孝昭君 

18番 甲斐 裕一君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

11番 鷲野 弘一君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 工藤 由美君        書記 富川 由佳君 

書記 中島  進君        書記 福水 雅彦君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 小石 英毅君  

 教育長 …………………… 橋本 洋一君 

 総務課長 ………………… 古長 誠之君   財政課長 ………………… 大久保 暁君  

 総合政策課長兼地方創生推進室長 ……………………………………………… 米津 康広君  

 財源改革推進課長 ……… 佐藤 雄三君   税務課長 ………………… 竹下 美佳君  

 市民課長兼マイナンバーカード推進室長 ……………………………………… 長田 瑞穂君  

 防災危機管理課長 ……… 赤木 知人君 

 人権・部落差別解消推進課長 …………………………………………………… 後藤 康成君  

 監査・選挙管理委員会事務局長 ………………………………………………… 工藤 秀紀君  

 会計管理者 ……………… 平野浩一郎君   建設課長 ………………… 衞藤  武君  

 都市景観推進課長 ……… 伊藤  学君   農政課長 ………………… 新田 祐介君  

 農林整備課長心得 ……… 秦野 一成君   水道課長 ………………… 平山 浩二君  
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 商工観光課長 …………… 大塚  守君   農業委員会事務局長 …… 藤川 恭司君  

 環境課長心得 …………… 小俣  功君 

 福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 後藤 昌代君  

 健康増進課長 …………… 吉野眞由美君   子育て支援課長 ………… 藤川 祐子君  

 保険課長 ………………… 河野 妙子君   高齢者支援課長 ………… 田代 由理君  

 挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 井原 和裕君  

 庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 佐藤 重喜君  

 湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 一野 英実君  

 教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 安部 正徳君  

 学校教育課長 …………… 岩田 正明君   社会教育課長 …………… 吉倉 芳恵君  

 スポーツ振興課長 ……… 松本 知行君   消防長 …………………… 大嶋 陽一君  

 代表監査委員 …………… 大塚 裕生君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（甲斐 裕一君） 皆さん、おはようございます。これより、令和７年第３回由布市議会定

例会を開会いたします。 

 暑い方は上着を脱ぐことを許可します。 

 ただいまの出席議員数は１７名です。鷲野弘一議員から欠席届が出ております。定足数に達し

ていますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（甲斐 裕一君） まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、９番、太田洋一郎君、１０番、

加藤幸男君の２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２４日までの２１日間といたしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（甲斐 裕一君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２４日

までの２１日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（甲斐 裕一君） それでは、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、前期定例会終了後から今期定例会開会までの分をタブレットに掲

載しておりますので、お目通しをいただき報告とさせていただきたいと思います。 

 次に、市長の行政報告を受けます。市長。 

○市長（相馬 尊重君） 皆様、おはようございます。令和７年第３回定例会の開会に当たりまし

て、議員各位には公私ともに御多忙の中、御出席をいただき心から感謝申し上げます。 

 さて、今回提案することにしております報告９件、認定２件、諮問４件、承認１件、議案

１６件につきましては、どうか慎重な御審議をお願いいたしますとともに、御賛同いただきます

ようお願いを申し上げます。 

 本日、お手元のタブレットに行政報告のデータを掲載しておりますので、御一読いただきます

ようお願いを申し上げる次第です。 

 少し時間をいただきまして、幾つかの項目について御報告を申し上げます。 

 初めに、７月１６日に、大分県東九州新幹線整備推進期成会総会に出席をいたしました。令和

６年度の報告と令和７年度の事業計画について報告を受けたところです。 

 ７月２５日には、別府挾間間道路改修促進期成会通常総会に参加し、その後、大分県知事へ、

由布市挾間町来鉢から国道２１０号交差点間の改良整備促進について要望を行いました。 

 ７月２９日には、由布院駅１００周年記念式典に出席し、１００年にわたる湯布院の玄関口と

して重要な役割を果たしてきた由布院駅に感謝するとともに、今後ますますの発展を祈念したと

ころです。 

 また、８月２５日には九州整備局へ、国道２１０号改修促進協議会による由布市域、大分市域

の国道２１０号４車線化の早期整備について大分市と合同で要望を行いました。 

 そして、８月２６日には、別府市で大分県市長会秋季定例会が開催され、学校給食費の公費負

担についてなど、九州市長会へ提案する議案と地域医療の充実に向けた取組などについて大分県

へ要望を行う議案について審議を行いました。 

 また、今回も多くの方々から、全国大会、九州大会への出場と各種競技大会での上位入賞報告

をいただきました。７月１１日には特別養護老人ホーム若葉苑の皆さん、７月１６日には軟式野

球の由布クラブの皆さん、７月２２日には大分県立由布高等学校の郷土芸能部及び射撃部の皆様、

７月２５日に湯布院ジュニアバレーボールクラブの皆様、７月３０日に二宮健斗様、レスリング
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競技です。８月４日に挾間中学校柔道部、陸上部の皆さんから、それぞれうれしい御報告をいた

だきました。多くの方々が様々な舞台で幅広く活躍している姿に大変うれしく、また感謝をした

ところです。 

 次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載しておりますので

よろしくお願いいたします。 

 最後に、今回の行政報告から報告するようになりました１億５,０００万円以上の契約に係る

軽微な変更につきましては、該当する案件はございませんでした。 

 以上、報告いたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長の行政報告が終わりました。 

 次に、広域連合議会の報告をお願いします。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、渕野け

さ子さん。 

○議員（１４番 渕野けさ子君） おはようございます。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、

渕野けさ子です。令和７年第２回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会についての御報告を

させていただきます。 

 会議結果。 

 １、会議名、令和７年第２回大分県後期高齢者医療広域連合議会定例会。 

 ２、日時、令和７年８月４日月曜日、午後１時３０分から。 

 ３、会期、１日です。 

 ４、場所は、大分市、大分県医師会館６階研修室第Ⅱ。 

 ５、出席状況は、出席２５名、定数２６名のうち１名が欠席でございました。 

 議事日程について報告します。 

 第１、大分県後期高齢者医療広域連合議会議長の選挙について。 

 第２、議席の指定及び議席の一部変更について。 

 第３、会期の決定について、１日間です。 

 第４、議会運営委員会委員の選任について。 

 第５、議第９号、大分県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任に関し議会の同意を求めるこ

とについて。令和７年３月９日の任期満了に伴い、監査委員に今山裕之氏（大分市選出）を選任

するため議会の同意を求めるものです。全員一致で同意しました。 

 第６、議第１０号、令和７年度大分県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）。 

 補正額は１億９,００１万６,０００円の増額で、補正後の予算総額は１３億４,００１万

６,０００円。歳入では繰越金を１億９,００１万６,０００円、歳出では総務費１億９,００１万

６,０００円、それぞれ増額するものです。 
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 議第１１号、令和７年度大分県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第１号）。 

 補正額は６１億１,０９０万円の増額で、補正後の総額は２,３６２億１,２９０万円。歳入で

は繰越金を６１億１,０９０万円増額、歳出では諸支出金を６５億４,８０５万３,０００円を増

額、予備費を４億３,７１５万３,０００円減額するものです。 

 議第１２号、令和６年度大分県後期高齢者医療広域連合歳入歳出決算の認定について。 

 一般会計では、収入済額が１２億５,１９４万４,６９７円、支払済額１０億６,１９２万

９,６６６円、歳入歳出差引残額１億９,００１万５,０３１円。歳入歳出差引残額の全額を財政

調整基金に積み立て、翌年の財源に充当。特別会計では、収入済額が２,１８６億５,７３２万

７,７９４円、支払済額が２,１２０億４,６４２万７,５０３円、歳入歳出差引残額が６６億

１,０９０万２９１円、歳入歳出差引残額のうち６５億４,６０９万６,０００円を国、県、市町

村、支払基金に返還する。 

 第７、一般質問は３名でございました。 

 第８、会議録署名議員の指名について行われました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 大分県後期高齢者医療広域連合議会の報告は終わりました。 

 次に、閉会中の委員会調査研修報告をお願いします。 

 まず、総務常任委員長、太田洋一郎君。 

○総務常任委員長（太田洋一郎君） 皆さん、おはようございます。総務常任委員長の太田洋一郎

です。常任委員会の調査研修報告をさせていただきます。 

 本常任委員会は所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のと

おり会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 調査事件。道の駅を利用した地域振興について（鋸南町）（南房総市）。定住促進施策につい

て（東京都）。 

 調査研修の期間。令和７年７月２８日月曜日より７月３０日水曜日。 

 調査研修地。都市交流施設・道の駅「保田小学校」、千葉県安房郡鋸南町町保田７２４。道の

駅「ちくら潮風大国」、千葉県南房総市富浦町青木２８番地。ふるさと回帰支援センター・東京、

東京都千代田区有楽町２丁目１０の１、東京交通会館８階。 

 調査研修者。委員長、太田洋一郎、副委員長、坂本光広、委員、甲斐裕一、平松惠美男、加藤

裕三、随行、議会事務局。 

 調査研修結果。別紙のとおり。 

 廃校利用の取組について。研修地、都市交流施設、道の駅「保田小学校」、千葉県鋸南町。 

 概要。道の駅「保田小学校」は、千葉県安房郡鋸南町に位置し、廃校となった小学校の校舎を
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活用して整備された全国でも珍しい道の駅です。平成２６年に閉校となった旧保田小学校を再活

用し、平成２７年に道の駅として新たに開業いたしました。 

 この施設は、地域の歴史と思い出が詰まった学校という建物を活用しながら、観光・地域振

興・交流促進など多様な目的を果たす場として整備されたものであり、全国的にも高い注目を集

めています。校舎の教室をそのまま利用した宿泊施設やレストラン、直売所、体験スペースなど

が整備されており、懐かしさと新しさが融合したユニークな空間となっています。 

 道の駅としての機能に加え、地域の防災拠点としての機能も付加されており、観光と安心・安

全を両立した地域資源としても活用されています。 

 視察の内容。今回の視察は、道の駅「保田小学校」における廃校活用の取組と、観光資源とし

ての多機能的な活用方法について調査いたしました。 

 施設内には、旧校舎を改修した宿泊施設「学びの宿」や、地元食材を生かしたレストラン「里

山食堂」、地域の特産品を販売する直売所「きょなん楽市」などが整備されています。黒板や教

室の雰囲気を生かした客室や校庭をそのまま活用したイベントスペースなどは、ほかの道の駅に

はない魅力を持っており、訪れる観光客にとっても強い印象を残す工夫がなされています。 

 また、防災拠点としての機能強化も図られており、災害時には避難所としての活用も想定され

るなど、地域に根差した多機能型施設としての役割を果たしています。 

 一方で、現地での聞き取りや施設の運営状況からは、地域住民との連携やまちおこしの取組が

必ずしも十分に機能しているとは言い難い側面も見受けられました。地元住民の関与や主体的な

活動が限定的であり、施設全体が外部観光客向けの施設にとどまっている印象を受けた点は課題

として認識されます。 

 視察の感想。道の駅「保田小学校」は、廃校という地域の資源を大胆に再活用し、観光資源と

して再生させた点で非常にユニークかつ先進的な取組であり、他自治体にとっても参考となる好

事例です。教室を生かした宿泊施設や地域食材を使ったレストランなどは、訪れる人に新鮮な体

験を提供し、観光振興には一定の効果を上げていると感じました。 

 一方で、地域住民の主体的な関与がやや希薄であり、まちおこしや地域コミュニティの活用と

いった本来的な地域振興の視点では、今後さらに工夫が求められると感じました。現時点では、

施設の活用が観光に偏っており、地域住民のニーズや関心との間に一定のギャップがあるように

も思われます。 

 こうした観点から、道の駅「保田小学校」は、観光施設としては成功を収めつつあるものの、

地域住民との連携強化や持続的な地域内循環の構築といった面では、今後の課題も残されている

と考えています。 

 本市においても、地域資源を活用した施設整備を進める際には、ハード面だけでなく地域住民
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の参画や主体性をどう引き出すかが、真のまちおこしに向けた重要な視点であることを改めて認

識いたしました。 

 次です。道の駅を利用した地域振興について、建て替え事業。 

 研修地。道の駅「ちくら潮風大国」、千葉県南房総市。 

 市の概要は、記載のとおりでございます。 

 視察の内容。南房総市においては、市が１００％支出する第三セクター、株式会社ちば南房総

が複数の道の駅を運営しており、観光振興、農業振興、地域福祉、防災の各分野を連携させた地

域活性化の取組を行っています。 

 今回の視察では、これらの道の駅における複合的な機能とその運営体制について調査いたしま

した。道の駅では、地元農産物の直売や加工品販売のほか、観光案内所、体験プログラム、飲食

施設の運営、花畑を活用した観光プロモーションなど、地域資源を生かした多彩な事業が一体的

に展開されています。これにより、年間を通じて多くの観光客を呼び込む拠点となっています。 

 また、老朽化した施設の更新を目的とした約１０億円規模の整備計画が進行中であり、防災面

においても、非常用電源や通信設備の整備により、災害時の地域防災拠点としての機能強化が図

られています。 

 視察当日は、市の関係者との意見交換も実施され、地域振興、防災対策、人口減少など共通す

る課題に関して、活発な情報交換と意見交換が行われました。 

 視察の感想。株式会社ちば南房総が市の１００％出資により設立・運営されていることは、行

政の公益性と民間的な柔軟性・効率性を融合したモデルであり、大変印象的でした。特に、市長

が代表取締役を兼務している体制は、行政と地域経済との連携を強化する上で非常に特徴的であ

り、地域の実情に即した持続可能な地域活性化モデルとして高く評価できると感じました。 

 また、地元農産物の地産地消や都市部への出荷促進に加え、観光、農業、福祉、防災といった

分野の連携による多機能的な取組は、地域全体の活力向上に貢献しており、本市においても参考

になる点が多くありました。 

 さらに、道の駅を防災拠点として機能強化している点は、近年増加する自然災害に対する現実

的な取組として極めて有効であり、災害時における地域住民の安心・安全な避難・生活を支える

施設整備の重要性を改めて認識いたしました。 

 次です。移住促進施策について。 

 研修地。ふるさと回帰・移住交流推進機構、ふるさと回帰支援センター。 

 施設の内容。東京都千代田区に所在する公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構、ふる

さと回帰センターを訪問し、視察を行いました。 

 同センターは、都市部から地方への移住を希望する方々に対し、全国各地の自治体と連携しな
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がら、移住相談、情報提供、マッチング支援などを行う全国的な拠点であり、特に地方創生や人

口減少対策の観点から注目されている組織です。 

 当日は、センターの事業概要や運営体制の説明を受けたほか、実際の相談事例や自治体の情報

発信の工夫、移住希望者のニーズの変化についても詳しく伺いました。特に、若年層や子育て世

代からの相談が年々増加していること、テレワークや多拠点生活など多様なライフスタイルへの

対応が求められる現状について具体的な説明がありました。 

 視察の感想。今回の視察を通じて、移住促進における個別相談の重要性と継続的な情報発信の

工夫が極めて大切であることを実感いたしました。 

 センターでは、単なる移住希望者への情報提供にとどまらず、希望者のライフプランや仕事、

家族構成などに応じた丁寧な相談対応が行われており、それが移住の実現率を高めている要因の

１つと感じました。 

 また、自治体側の積極的な関与が、移住希望者との信頼関係を築く上で欠かせないことも印象

に残りました。今後、本市においても地域の魅力を的確に発信しながら、移住希望者に寄り添う

体制づくりを進めていくことが、定住促進や地域活性化につながると改めて認識いたしました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、教育民生常任委員長、田中真理子さん。 

○教育民生常任委員長（田中真理子君） おはようございます。教育民生常任委員会委員長、田中

真理子です。常任委員会調査研修報告書を読み上げます。 

 本常任委員会は所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のと

おり会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 記。 

 １、調査事件。（１）相模原市発達障害支援センター及びインクルーシブプログラム開発事業、

子どもの権利条例の取組について（神奈川県相模原市）。（２）長狭学園における小中一貫教育

及び学校地域連携事業の取組について（千葉県鴨川市）。 

 ２、調査研修の期間。令和７年７月９日水曜日から１１日金曜日までです。 

 ３、調査研修地。（１）相模原市役所（神奈川県相模原市中央区中央２丁目１１番１５号）、

（２）鴨川市立長狭学園（千葉県鴨川市宮山１７６番地）です。 

 ４、調査研修者。委員長、田中真理子、副委員長、志賀輝和、委員、佐藤郁夫、同じく加藤幸

雄、同じく吉村益則、同じく首藤善友、随行は議会事務局です。 

 調査研修結果。別紙のとおり。 

 次、お願いします。 

 （１）神奈川県相模原市。 
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 ①相模原市の概要については、御一読ください。 

 ②相模原市発達障害支援センター及びインクルーシブプログラム開発事業の取組についてです。 

 （ア）相模原市発達障害支援センター。 

 市の発達障がい支援に関する専門機関として平成２４年１０月に設置。関係機関と連携の下、

一人一人のニーズに応じた支援を目指しています。現在は、市内在住の高校生年齢以上の発達障

がいがある方やその心配のある方、その家族及び関係機関の支援を行い、中学生までの支援は、

各区子育て支援センターの療育相談班が担っています。診療に関しては専門医不足が課題となっ

ており、地域の医療機関で対応できる体制整備が必要とされています。 

 （イ）インクルーシブプログラム開発事業についてです。 

 文部科学省から学校卒業後における障がい者の学びの支援推進事業の委託を受け、相模女子大

学と連携の上、発達障がいや知的障がいのある若者を対象としたインクルーシブな生涯学習プロ

グラムの開発に取り組んでいます。具体的には、連携協議会や啓発講座を開催し、各学会での発

表や広報活動など成果の普及にも努めております。受託期間終了後の継続に向けては、市と大学

による独自予算化が検討されております。 

 ③子どもの権利条例の取組について。 

 平成２７年４月に条例施行、市民と市が一体となり、子どもを一人の人間として尊重し、子ど

もの権利を保障する内容となっています。安心して過ごせる家庭環境（子育て家庭への支援）、

子どもの権利の保障（子どもの権利の救済制度）、意識の醸成（さがみはら子どもの権利の日）

を特徴とし、各種取組を行っています。 

 （ア）制定までの経緯です。 

 平成１５年に庁内ワーキングを設置。平成２２年の政令指定都市移行後、児童虐待やいじめ認

知件数が増加傾向にあるという実態を受け、平成２５年にいじめ根絶市民集会を開催、子どもの

笑顔を守る共同宣言。平成２６年、市いじめ防止等に関する条例が成立。同年、相模原市子育て

支援・子どもの権利条例検討委員会による子どもの権利条例の検討、策定。平成２７年３月に市

議会において全会一致により可決、同年４月に施行されております。 

 （イ）子どもの権利相談室の設置について。 

 「さがみみ」の愛称で、子どもや保護者からの権利侵害に関する相談・救済を電話や面談で受

け付けています。年間１００件前後の実績があり、今後はＬＩＮＥなど新たな相談手段の導入も

検討されています。 

 （ウ）その他として、さがみはら子どもの権利の集いなどの記念行事、子どもの意見表明機会

の確保に向け、各担当課におけるアンケート実施など全庁的な取組が行われています。 

 続いて、（２）千葉県鴨川市です。 
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 ①鴨川市の概要、これについては御一読をお願いいたします。 

 ②長狭学園における小中一貫教育の取組について。 

 平成２１年度から開始された長狭学園では、小中学校の連携強化と地域に根差した教育を目的

に、小学校３校を長狭中学校と同一敷地内に統合しました。９年間の義務教育を前期、中期、後

期に分け、発達段階に応じた一貫カリキュラムの下で教科担任制や少人数指導を実施しています。

教員の合同研修や授業研究、生徒会活動や地域行事への参加を通じて、教職員、児童生徒、地域

が一体となった教育環境づくりが進められています。 

 進学時の不安解消や自己肯定感の向上が見られる一方、教員負担や校風の統合といった課題も

存在しており、今後の支援体制強化が求められています。地域住民の協力も手厚く、草刈りや田

植え体験などへの参加が行われています。 

 ③学校地域連携事業の取組についてです。 

 保護者や地域住民の参画・支援を促進し、学校、家庭、地域社会が一体となって学校運営に取

り組むことを目的に、令和４年度より市内全小中学校に学校運営協議会（９協議会あり、長狭学

園では１協議会です）を設置しております。旧来の学校評議員制度の発展形として、地域学校協

働本部との連携を通じた継続的、効果的な連携体制の強化が図られております。 

 （３）視察を終えて。まとめとして報告します。 

 相模原市、鴨川市の両市を訪問し、研修を行ってきました。 

 今回、子どもたちがどこにいても、どのような状況であろうと、自由で伸び伸びと育ってほし

い、この思いで、子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、「障害の有無にかかわらず共に学

び生きる共生社会」地域における持続可能な学びの支援について相模原市において研修しました。

子どもたちや保護者の負担、不安は大きく、発達支援への対策は全国どの自治体でも抱える大き

な課題です。相模原市では、中学生までは各区子育て支援センターで、高校生以上は発達障害支

援センターで、幼少の頃から社会へと歩き出すために切れ目のない一貫した取組を行い、地域、

学校、組織を上げて、一人歩きができるまで就労支援へとつなげ、息の長い取組が行われていま

した。由布市においても、財源の確保、専門職員の配置、相談窓口等切れ目のない支援を引き続

き充実したものへと検討をお願いいたします。 

 また、子どもたちの人権を尊重し守るという観点からの子どもの権利条例、庁内ワーキングに

始まり、１２年かけて、守るべき子どもの生き方、幸せに生きる権利を守るための条例制定は、

今後由布市においても子どもを守るためには重要であり、一考する余地はあると思いを強くし、

今後の検討をお願いいたします。 

 鴨川市の小中一貫校についてですが、人口的、地理的環境は由布市とおおむね同様の状況でし

た。９年間という年月を経て、学校区の特色を生かし小中一貫校へと導いていました。学校区の
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特色を生かした３つの形態、施設一体型、施設分離型、施設隣接型とそれぞれの校区の実情を尊

重し、全ての教職員が中学校区の子どもたちの９年間の学びについて同じ視点に立ち、共に考え、

情報を共有し、同一歩調で教育実践に当たるという理念、この理念は、３つの形態を超えて共通

するとして取組を進めてきています。 

 ９年間での教育方針として、教育の課題、教育の学習、自立、自学、自分で考え判断し行動す

る人生を切り開いていく力をつけようと、小中一貫教育のメリットとして重要性を置いていると

力強さを感じました。子どもたちも伸び伸びと自由に発言し、元気よく学んでいました。鴨川市

のほうからは、議長、教育長、学校長をはじめ多くの方の出席をいただき、熱心な説明で意義あ

る研修でした。由布市においては、人口減少、少子化にスピード感を持って、子どもたちの未来

を考慮し検討を進めてもらいたいと思いました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、産業建設常任委員長、田中廣幸君。 

○産業建設常任委員長（田中 廣幸君） 皆様、おはようございます。産業建設常任委員長の田中

廣幸です。常任委員会調査研修報告書を読み上げます。 

 本常任委員会は所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のと

おり会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 記。 

 １、調査事件。道の駅「サーモンパーク千歳」（千歳市）、農村型コンパクトエコタウン構想

の取組（沼田町）。 

 ２、調査研修の期間。令和７年７月２２日火曜日から２４日木曜日まで。 

 ３、調査研修地。北海道千歳市と北海道沼田町です。 

 ４、調査研修視察者。委員長、田中廣幸、副委員長、髙田龍也、委員として佐藤孝昭、同じく

佐藤人已、同じく渕野けさ子、随行には議会事務局が行いました。 

 調査研修結果は別紙のとおりです。 

 （１）北海道千歳市、道の駅「サーモンパーク千歳」。 

 市の概要。千歳市は、北海道の空の玄関である新千歳空港があり、面積５９４.５平方キロ

メートル、人口は９万６,９８８人。国立公園支笏湖などの雄大な自然環境と、交通アクセスや

生活利便性に優れた都市景観が調和する道央圏の中核都市である。 

 以下、御一読お願いいたします。 

 （視察の内容）。 

 道の駅「サーモンパーク千歳」を運営している株式会社ムーバーは、グループ全体で全国

１５か所の道の駅を運営する株式会社ＴＴＣのグループ企業の１つである。全国に５０以上の子
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会社を設立している理由は、その自治体に納税をするためであり、大分にも子会社がある。 

 道の駅「サーモンパーク千歳」は、農産コーナー、お土産等物販コーナー、レストラン・フー

ドコート、３つのエリアからなっていて、農産コーナーは地元の生産者に直売所として場所を貸

しています。他の２つのエリアについては、施設の管理だけ行って、地元のお店をテナントとし

て入れる道の駅が多い中、道の駅「サーモンパーク千歳」は全て直営で行っている。もともとお

土産を作る会社としてスタートしたため、親会社のノウハウを使って地元の特産をメニュー・お

土産に反映させて自作でできることが強みで、ここしか買えない商品を作って販売することで、

わざわざ足を運びたくなる道の駅を目指している。 

 商品については、ＳＮＳで広がるようなアイデアを採用したり、大会に出て評価されることで

メディアに取り上げられて、お客様に来てもらうという好循環をつくり出している。 

 地元との関わりについては、商店街の理事になり地元の商店街と組んで多くのイベントを行っ

ている。また、従業員の賃金は地域相場より高くすることが会社の方針で、売上げを上げて賃金

を上げることで、いい人材を確保している。特に千歳市に住んでいる人を雇用することは、千歳

市の魅力を広めたい気持ちがもともとあるため、サービス向上につながっているという。 

 指定管理者が替わるときには、早くから名産品や生産者とのやり取りを始め、店の構想を１年

以上かけてつくった。サーモンパークなのでサーモンに特化した地元の特産品を使った特徴のあ

る道の駅を造ったが、他の道の駅と比較するよりも、エスコンフィールドなどの流行っている商

業施設を参考にして、店に置いている商品をその場で開けて試食できるなどの取組をしている。 

 直営とすることで一体感のあるイベントができるため、テナントが入っていたときの約３倍の

売上げとなっている。売上げを上げることに行政からの協力を得ていて、売上げの２.５％を市

に収めている。昨年の売上げは９億円で北海道で１位。指定管理は７年間で、今年が３年目。

１年目の実績によって２年目の店舗運営の自由度が上がったが、新たなことをする際は市に逐一

報告をしている。長く取引がある地元の清掃業者などは継続して契約をしている。 

 指定管理には隣接する水族館も含まれていて、ノウハウを持つ別の団体が運営しており、千歳

川をのぞくことができる日本初の水中観察窓からは、秋は遡上するサケの群れ、冬はサケの産卵

行動や卵を狙って潜水する水鳥などを観察できます。 

 （２）北海道沼田町、農村型コンパクトエコタウン構想の取組。 

 町の概要。 

 沼田町は、北海道第２の都市旭川市から４５キロメートルほど西にある、面積２８３.３５平

方キロメートル、人口は２,７２０人の町です。 

 以下、御一読ください。 

 視察の内容。 
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 沼田町の人口は、移住定住の施策が功を奏し社会増になることもあったが、基本的には社会減

が続いており、出生より死亡の数が多いため人口減少が続いている。もともとは炭鉱の町として

栄えていたが、炭鉱閉山により稲作中心の町へと転換した。北海道有数の豪雪地帯でもあり、町

の約７割が森林で、市街地周辺の農地には農家が点在している状況の中、高齢化問題を解決する

ためコンパクトエコタウン構想の取組を始めた。 

 コンパクトエコタウン構想とは、車を使えない高齢者でも生活に必要なサービスを自分の足で

歩いて得られるよう、駅を中心とした半径５００メートル以内に学校、診療所、高齢者施設、

スーパーを集約し、町そのものをただの区域から大きな家のような存在に生まれ変わらせること

で人が住みやすい環境をつくり、同時に雪国の課題である除雪面積を減らすなどの課題解決を行

っていくものである。 

 構想のきっかけとなった病院とスーパーマーケットの老朽化に伴い、建て替えの問題の際には、

構想の５つの方針、まず、安心な医療福祉体制、１つ、中心市街地の活性化、１つ、自然エネル

ギーの活用、１つ、歩いて暮らせるまちづくり、１つ、コミュニティデザインの手法による住民

主体のまちづくりの考えの中、幅広い世代の多くの町民と２年間で約１０回のワークショップを

行い、病院は行政主導、スーパーマーケットは民間主導で一体的に整備することで国の地方創生

関連の交付金を活用し、病院は暮らしの安心センター、スーパーマーケットはまちなかホットタ

ウンとして生まれ変わった。 

 暮らしの安心センター内には、クリニック、デイサービスセンター、カフェがあり、すぐそば

に、電力の使用状況をデータ化することで、遠くに住む家族が高齢者の暮らしを見守ることがで

きる高齢者住宅もあります。今後はこういったデータを活用し、住民の健康増進と医療費の削減

に取り組むことも検討されている。 

 いつまでも幸せに暮らせるまちづくりとして、町内利用者は１００円で利用できる乗合タク

シー事業を行い、町営バス２路線と合わせて高齢者が自宅から行きたいところへ行けるようにし

ています。子育て世帯には、就学前の子どもの遊び場、子育て家庭同士の仲間づくり、子育て相

談が行える子育て交流広場の運営や、町外の高校に通う高校生に通学費の一部を支援する事業を

行っている。 

 基幹産業である農業では、もともと大規模な農業をしている農家が多かったため、法人化して

さらに効率化を進めることによって、耕作放棄地ゼロを維持。 

 日本に数台しかないロータリーや歩道用除雪機を導入して冬の生活の安心安全を確保したり、

冬に降った雪を保管して夏の冷房施設や町民が利用できる貯蔵施設に利用するなど、町民の暮ら

しの利便性を高めてきたことが沼田町の魅力となり、住みたい田舎として全国から評価されてい

る。 
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 （３）視察を終えて。 

 道の駅「サーモンパーク千歳」は、自然環境を取り入れたテーマパークでもあるような施設で

す。平日でも駐車場には車が多く、観光バスも止まっており、道の駅が休憩所ではなく目的地で

あるように感じました。 

 店内には、地域の新鮮な野菜、果物があり、土産コーナーの品物も数多く陳列されていた。レ

ストラン、フードコートもあり、地域の方々も利用しやすいような施設であった。子どもたちに

は、体験型・家族間の交流など、地域にある自然が教育的で、家族愛を育む、そのような居場所

づくり、環境づくりがうらやましくも感じました。 

 沼田町は、２００４年（４,１７０人）から２０２３年（２,８４０人）の２０年間で

１,３３０人減少している。由布市内でも人口減少の続く地域を考え、また由布市の計画にある

ように、コンパクトシティ（都市計画マスタープラン）構想が実現可能なのか、農業、農地は守

られるのかなどの視点で視察を行った。 

 沼田町には、かつてＪＲ留萌線の恵比島駅があったが、２０２３年３月３１日に廃止され、現

在は農民カフェとして使われており、観光客の憩いの場にもなっている。町の主要産業である農

業の課題、２０２５年問題など、由布市にも当てはまる問題でもある。今後、将来の市町のある

べき姿を真剣に考えなければならない。 

 豪雪地帯である沼田町は、１年の半分は雪で閉ざされている。それを逆手に取り、除雪した雪

を数か所に集め、その１つには、夏場の雪冷房として穀類長期保存が可能なシステムがあり、玄

米や大豆など、町内の農家が自由に使え、貯蔵庫の中は通年温度５度、湿度７０％に管理されて

いる施設「ゆめっくる」は、地域のコミュニティの場でもあると感じました。 

 ２か所の視察地とも、北海道という広大な土地を生かした地域づくりを行っていた。私たちの

住む由布市には広大な土地はないが、自然と共存しながら住民参加の地域づくり、特に移住者、

転入者、若者とのコミュニケーションを図りながら、これからの由布市づくりに市議会として邁

進しなければと感じた視察研修であった。 

 以上、報告いたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 閉会中の委員会調査研修報告は終わりました。 

 以上で諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．請願・陳情について 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、日程第４、請願・陳情についてを議題とします。 

 議会事務局長に朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（工藤 由美君） 議会事務局長です。 
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 それでは、お手元の請願並びに陳情文書表により朗読いたします。なお、請願者、陳情者、紹

介議員の氏名につきましては、敬称を略させていただきます。 

 まず、請願から読み上げます。 

 受理番号５、件名、「有害鳥獣捕獲報奨金の増額」に関する請願書。請願者、由布市挾間町、

一般社団法人ＪＡＰＡＮハンティング協会代表理事、三重野丈一。紹介議員、長谷川建策。 

 受理番号６、件名、「森林法及び大分県地域計画に基づき違法伐採（無届伐採）および伐採後

の森林土砂流出防止に関する意見書」に関する請願。請願者、由布市湯布院町、上津々良川流域

防災協議会会長、麻生源吉。紹介議員、髙田龍也。 

 次に、陳情を読み上げます。 

 受理番号４、件名、湯布院駐屯地への長射程ミサイル配備反対決議及び住民説明会要望決議の

採択に関する陳情書。陳情者、由布市湯布院町、湯布院駐屯地「敵基地攻撃ミサイル」問題を考

えるネットワーク事務局、鯨津憲司。 

 受理番号５、件名、「子どもたちが、悔いなく部活を頑張れるよう拠点校の移動に部活バスを

走らせてほしい！」に関する陳情書。陳情者、由布市湯布院町、江藤国子。 

 以上でございます。 

○議長（甲斐 裕一君） ただいまの請願２件、陳情２件については、会議規則第１４１条により、

お手元のタブレットに掲載しております請願陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第２３号 

日程第６．報告第２４号 

日程第７．報告第２５号 

日程第８．報告第２６号 

日程第９．報告第２７号 

日程第１０．報告第２８号 

日程第１１．報告第２９号 

日程第１２．報告第３０号 

日程第１３．報告第３１号 

日程第１４．認定第１号 

日程第１５．認定第２号 

日程第１６．諮問第３号 

日程第１７．諮問第４号 
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日程第１８．諮問第５号 

日程第１９．諮問第６号 

日程第２０．承認第６号 

日程第２１．議案第７５号 

日程第２２．議案第７６号 

日程第２３．議案第７７号 

日程第２４．議案第７８号 

日程第２５．議案第７９号 

日程第２６．議案第８０号 

日程第２７．議案第８１号 

日程第２８．議案第８２号 

日程第２９．議案第８３号 

日程第３０．議案第８４号 

日程第３１．議案第８５号 

日程第３２．議案第８６号 

日程第３３．議案第８７号 

日程第３４．議案第８８号 

日程第３５．議案第８９号 

日程第３６．議案第９０号 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、本定例会に提出されました報告第２３号から報告第３１号までの

報告９件、認定第１号及び認定第２号の認定２件、諮問第３号から諮問第６号までの諮問４件、

承認第６号の承認１件及び議案第７５号から議案第９０号までの議案１６件について、一括上程

します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君） それでは、上程されました議案につきまして、一括して提案理由を御説

明いたします。 

 本定例会で審議をお願いします案件は、報告９件、認定２件、諮問４件、承認１件、議案

１６件でございます。 

 まず、報告第２３号及び第２４号の専決処分の報告については、市道の管理瑕疵により走行中

の車両に損害を与えたことによる和解及び損害賠償の額を地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分したことについて、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第２５号、専決処分の報告については、公用車の接触事故による和解及び損害賠償
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を地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 次に、報告第２６号、専決処分の報告については、由布市消防署湯布院出張所における第三者

行為による器物損壊を受けたことによる和解及び損害賠償の額を地方自治法第１８０条第１項の

規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第２７号、令和６年度決算における健全化判断比率については、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率の４つの健全化判断比率について、監査委員の意見を付して報告する

ものでございます。 

 次に、報告第２８号、令和６年度決算における資金不足比率については、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業会計の資金不足比率を監査委員の

意見を付して報告するものでございます。 

 次に、報告第２９号、由布市みらいふるさと基金条例の運用状況に関する報告については、令

和６年度において寄附件数１万３,０３２件、総額１０億２,３７１万１,９２２円のふるさと納

税をいただき、基金へ４億９,０００万円の積立てを行うとともに、３億９,９６０万円を取り崩

し各事業に充当いたしましたので、由布市みらいふるさと基金条例第９条の規定により議会に報

告するものでございます。 

 次に、報告第３０号、令和７年度由布市教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・

評価（令和６年度執行）報告については、教育委員会による点検・評価の報告でありますので、

教育長からの報告となります。 

 次に、報告第３１号、例月出納検査の結果に関する報告については、監査委員による報告とな

りますので、代表監査委員からの報告となります。 

 次に、認定第１号、令和６年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定については、

水道事業会計を除く一般会計及び特別会計の決算について、地方自治法第２３３条第２項及び第

２４１条第５項の規定により監査委員の審査に付したところ、８月２２日付で決算審査意見書の

提出がございましたので、同条第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の

認定を求めるものでございます。 

 次に、認定第２号、令和６年度由布市水道事業会計収支決算の認定については、水道事業会計

収支決算書が提出されましたので、地方公営企業法第３０条第２項の規定により監査委員の審査

に付したところ、７月２５日付で決算審査意見書の提出がございましたので、同法同条第４項の

規定により、監査委員の意見を付して議会の認定を求めるものでございます。 

 次に、諮問第３号から第６号の人権擁護委員の推薦については、現在、人権擁護委員をお願い
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しております足利良温氏、江藤実子氏、麻生洋美氏、安部千鶴子氏の４名が令和７年１２月

３１日をもって３年の任期が満了いたしますことから、諮問第３号で足利良温氏、諮問第４号で

江藤実子氏を引き続き人権擁護委員に再任の推薦をいたしたく、また、麻生洋美氏、安部千鶴子

氏の後任者として、今回新たに諮問第５号で小野敬治氏、諮問第６号で阿部奈穂氏を人権擁護委

員の新任の推薦をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるも

のでございます。 

 次に、承認第６号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を求める

ことについては、歳入歳出予算にそれぞれ９,１３６万８,０００円を追加し、予算の総額を

２６２億４,２８９万７,０００円としたことの承認をお願いするものです。内容といたしまして

は、令和７年８月１０日からの大雨による道路の寸断や土砂崩れが発生した災害に係る公共土木

施設及び農林業施設の災害査定に向けた測量設計委託費の増額を計上したものです。加えまして、

国の物価高騰対策に伴う定額減税補足給付金の交付見込み額が確定したことから、速やかに給付

を行うため、物価高騰緊急対応事業（定額減税）の増額を計上したもので、緊急を要したことか

ら、地方自治法第１７９条第１項の規定により令和７年８月１２日付で専決処分を行ったもので

ございます。 

 次に、議案第７５号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、現在、固定資産評価審

査委員会委員であります柚野武裕氏の任期が令和７年１１月１７日をもって満了となりますこと

から、引き続き同氏を委員として選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会

の同意を求めるものでございます。 

 次に、議案第７６号、財産の取得については、小中学校で使用するタブレット端末購入事業に

なります。県が設置した大分県ＩＣＴ連絡協議会による共同調達において、一般競争入札が６月

１１日に執行され、株式会社オーイーシーが由布市分について消費税を含む１億９,１９８万

３,０００円で落札したため、７月１８日付で仮契約を締結いたしました。この物品購入仮契約

を本契約とするため、由布市有財産条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 次に、議案第７７号、工事請負契約の締結については、由布市庄内地域若者定住住宅造成工事

について、８月８日、要件設定型一般競争入札を執行した結果、株式会社小畑組が消費税を含む

２億２,８２５万２２円で落札し、８月１８日付で仮契約を締結しました。この建設工事請負仮

契約を本契約とするため、由布市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関

する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第７８号、由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の廃止につ

いては、当該財産を無償で譲渡することで施設利用の制限を緩和し、自主的な活動や施設の有効
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的な活用を図ることによるものでございます。 

 次に、議案第７９号、由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、地方公務

員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、本市職員の部分休業等の取扱いに関し、所要の

改正を行うことによるものでございます。 

 次に、議案第８０号、由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、仕事

と育児の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備を行うための措置を行うものでございます。 

 次に、議案第８１号、由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正については、

地方公共団体情報システム標準化に伴う番号利用法第９条第２項に規定する条例の整備について、

地方自治法第２４５条の４第１項に規定する技術的助言に基づき、条例を改正することによるも

のでございます。 

 次に、議案第８２号、由布市営火葬場条例の一部改正については、由布市営火葬場の安定的な

運営を図ることを目的に利用料を改正するものでございます。 

 次に、議案第８３号、由布市公民館条例の一部改正については、湯布院公民館ラックホールに

新しいグランドピアノが設置されたことから、ピアノ及び音響反射板の使用料を定めるものでご

ざいます。 

 次に、議案第８４号、豊後大野市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協

議については、地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、豊後大野市が設置する豊後大

野市多機能型武道場を本市の住民の利用に供させることについて、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 次に、議案第８５号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第４号）は、歳入歳出にそれぞれ

１億３,２９６万４,０００円を追加し、予算の総額を２６３億７,５８６万１,０００円にお願い

するものです。 

 歳入では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金や普通交付税繰越金の額の確定のほか、

事業に伴う国・県支出金などの特定財源が主なものでございます。 

 歳出では、由布市民が自治の担い手として様々な地域課題の解決を目指して活動しております

各地域まちづくり協議会を応援する目的で、寄附されたふるさと納税を活用した地域まちづくり

活性推進交付金を交付することで取組を推進してまいるものでございます。 

 また、新たな雇用機会の創出や地域経済振興の促進を後押しするため、由布市庄内町に由布工

場を増設した株式会社ＡＫシステムに対して、企業等立地促進助成金を計上いたしております。 

 このほか、湯布院地域における観光客増加に伴い、トイレ問題の現状を把握し、解消に向けた
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由布院エリアトイレ環境改善支援業務や令和６年台風１０号に係る災害復旧に向けて、公共土木

施設災害復旧費等の追加計上をいたしております。 

 次に、議案第８６号、令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳

出予算にそれぞれ１億６,３５４万９,０００円を追加し、予算の総額を３９億７,７０３万

１,０００円にお願いするものでございます。主な内容といたしましては、歳入では繰越金を、

歳出では前年度分事業費の確定に伴う交付金の精算に係る経費をそれぞれ増額するものでござい

ます。 

 次に、議案第８７号、令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、歳入及び歳

出それぞれ７,７７３万７,０００円を増額し、予算の総額を４３億６,３０１万１,０００円にす

るものでございます。主な内容といたしましては、歳入では繰越金、国庫負担金、歳出では基金

積立金、繰出金をそれぞれ増額するものでございます。 

 次に、議案第８８号、令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、歳入

歳出予算にそれぞれ２４８万３,０００円を追加し、予算の総額を６億７,９９４万７,０００円

にお願いするものでございます。主な内容としましては、歳入では繰越金、歳出では予備費をそ

れぞれ増額するものでございます。 

 次に、議案第８９号、令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）は、収益的

予算の収入及び支出をそれぞれ増額するものでございます。なお、令和７年度より公営企業会計

に移行する際の貸借対照表を令和６年度決算の確定に伴い反映させるものでございます。 

 次に、議案第９０号、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第２号）は、収益的予算では

収入及び支出、資本的予算では収入及び支出をそれぞれ増額するものでございます。 

 以上で私からの説明を終わります。詳細につきましては、担当課長より説明いたしますので、

何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同いただきますようお願いをいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１１時２５分といたします。 

午前 11時 13 分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 25 分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 次に、報告第３０号、令和７年度由布市教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・

評価（令和６年度執行）報告について、教育長より報告を求めます。教育長。 

○教育長（橋本 洋一君） 報告第３０号について御報告を申し上げます。 

 報告第３０号、令和７年度由布市教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価
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（令和６年度執行）報告について。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、令和７年度由布市教育委員

会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価（令和６年度執行）を実施したので、同条第

１項の規定により報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市教育長。 

 由布市教育委員会では、同法の規定に基づき、効果的な教育行政の推進に努めるとともに、市

民の皆様への説明責任を果たすため、このたび、令和６年度の実績について教育委員会の事務の

管理及び執行状況に関する点検・評価を実施し、報告書を作成いたしました。 

 由布市教育委員会では、第２期由布市教育振興基本計画を年度ごとに実効性あるものとするた

めに策定した令和６年度由布市教育方針に沿って事業を推進しており、学校教育、社会教育、ス

ポーツ振興のそれぞれの領域で、学力向上や自立支援体制の整備をはじめ、社会教育、スポーツ、

レクリエーションや青少年健全育成の推進など、教育方針の具体化に向けて施策を２３項目にま

とめ、その達成状況及び各事業の取組状況を踏まえ内部評価を行い、成果や課題、今後の取組に

ついて協議を行いました。 

 その後、外部評価として、教育に関し学識経験を有する方から内部評価に対する御意見や各事

業への御提言などをいただく中で、成果だけではなく実効性や課題も明らかになったところであ

ります。 

 この点検・評価報告書につきましては、８月２６日に開催されました由布市教育委員会定例会

におきまして内容等の承認をいただき、教育委員会の事務の管理及び執行状況について適正に点

検・評価されていると認められましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条

第１項の規定により、令和７年度由布市教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検・評価

（令和６年度執行）報告書として議会に報告するものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 教育委員会の事務の管理及び執行状況に関する点検・評価についての報

告は終わりました。 

 次に、報告第３１号、例月出納検査の結果に関する報告について報告を求めます。大塚代表監

査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君） 代表監査委員の大塚です。 

 それでは、報告第３１号について御報告申し上げます。 

 報告第３１号、例月出納検査の結果に関する報告について。 

 地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のと

おり提出する。 

 令和７年９月４日提出、由布市代表監査委員、大塚裕生。 
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 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、令和７年４月分、５月分及び６月分の例月出

納検査をそれぞれ５月２６日、６月２５日及び７月２５日に実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末日現在の現金のあり高と出納状況で

す。現金のあり高、出納関係諸表等の計数の正確性の検証と現金の出納事務が適正に行われてい

るかを検査いたしました。 

 検査の結果、資料の計数は諸帳票の計数と一致しており、適正に処理されていると認められま

した。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 例月出納検査の結果に関する報告は終わりました。 

 次に、人事案件を除き、ただいま上程されました報告、認定、承認並びに各議案について詳細

説明を求めます。 

 まず、報告第２３号及び報告第２４号について続けて詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） 総務課長でございます。 

 まず、報告第２３号について詳細説明をいたします。 

 報告第２３号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページの専決処分書を御覧ください。 

 令和７年６月１６日付で専決処分を行っております。 

 和解条件、事故概要等については、次のページを御覧ください。 

 事故の当事者は記載のとおりでございます。 

 事故概要ですが、令和７年４月２２日午前９時４０分頃、由布市挾間町古野字藤合水

１１５２番３３先の市道藤合水線において、甲の管理する市道の側溝蓋が割れており、乙の運転

する自動車が通行する際に当該側溝にタイヤが落ち込み、乙の車両に損害を与えたものでござい

ます。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本件事故に係る過失割合４０％に当たる損害賠償金

の支払い義務があることを認め、損害賠償の額を４万７,８６３円と定めたものでございます。 

 次のページ以降に、現場の状況及び当該車両の損傷状況を示した写真を添付しておりますので、

御参照ください。 

 次に、報告第２４号について詳細説明をいたします。 

 報告第２４号、専決処分の報告について。 
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 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページの専決処分書を御覧ください。 

 令和７年６月２３日付で専決処分を行っております。 

 和解条件、事故概要等については、次のページを御覧ください。 

 事故の当事者は記載のとおりでございます。 

 事故概要ですが、令和７年５月２３日午前１１時頃、由布市湯布院町川上田中２８０４番１先

の市道坪池線において、甲の管理する市道の横断側溝のグレーチング蓋に段差があり、乙の運転

する自動車が通行する際に当該蓋の角に左前輪が接触してパンクし、乙の車両に損害を与えたも

のでございます。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本件事故に係る過失割合１００％に当たる損害賠償

金の支払い義務があることを認め、損害賠償の額を２万５７０円と定めたものでございます。 

 次のページ以降に、現場や当該車両の損傷状況を示した写真を添付しておりますので御参照く

ださい。 

 説明は以上でございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、報告第２５号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。 

 報告第２５号について詳細説明をいたします。 

 報告第２５号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 裏面の専決処分書を御覧ください。 

 令和７年８月１４日付で専決処分を行っております。 

 和解条件、事故概要につきましては、次のページを御覧ください。 

 事故の当事者は記載のとおりでございます。 

 事故概要ですが、令和７年５月１６日午前９時３０分頃、由布市湯布院町川上３４３番地の乙

の自宅において、甲の車両を運転していた職員が後進を行った際、後方確認を怠り、乙の自宅軒

先の柱に甲の車両左後方部を接触させ、乙の自宅に損害を与えた事故でございます。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本件事故に係る過失割合１００％に当たる損害賠償

金の額の支払い義務があることを認め、損害賠償の額を５７万２,３３０円と定めたものでござ
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います。末尾に当該車両の損害状況の写真を添付しております。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、報告第２６号について詳細説明を求めます。消防長。 

○消防長（大嶋 陽一君） 消防長です。 

 報告第２６号について詳細説明をいたします。 

 報告第２６号、専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び損害賠償の額を定めたことについて、同

条第２項の規定により報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページの専決処分書を御覧ください。 

 令和７年７月２９日付で専決処分を行っております。 

 和解条件・事故概要等については、次のページを御覧ください。 

 事故の当事者は記載のとおりでございます。 

 事故概要ですが、令和７年３月１０日午前０時２０分頃、乙が管理する由布市湯布院町川上

３０６６番地１の由布市消防署湯布院出張所敷地内において、甲は乙の所有する消防車両等格納

庫シャッターに損害を与えたものでございます。 

 和解条件につきましては、甲は乙に対し、本件事故に係る過失割合１００％に当たる損害賠償

金の支払い義務があることを認め、損害賠償金１万６,５００円を定めたものでございます。 

 次ページに、現場の損傷状況を示した写真を添付しておりますので御参照ください。 

 説明は以上でございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、報告第２７号及び報告第２８号について詳細説明を求めます。財

政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。 

 報告第２７号について詳細説明をいたします。 

 報告第２７号、令和６年度決算における健全化判断比率について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和６年度決算におけ

る健全化判断比率について、監査委員の意見を付し、次のとおり健全化判断比率を報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 中段の健全化判断比率の表を御覧ください。 

 令和６年度の健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っております。①の実質赤字

比率は、一般会計の赤字、黒字を判断する指標で、②の連結実質赤字比率は、一般会計を含む全

会計の実質赤字額を標準財政規模に対する比率で算出したものでございます。ともに黒字である
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ため、赤字比率の数値はございませんが、参照として括弧書きで黒字の比率をマイナス数値で表

示しております。 

 次に、③の実質公債費比率ですが、一般会計が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政

規模に対する比率となっており、借金の返済に充てられる収入の割合が３年間の平均で示してお

り、令和６年度の数値は７.４％となっております。 

 最後に、④の将来負担比率につきましては、一般会計が将来に支払う可能性のある負債額を標

準財政規模に対する割合で示したものです。令和６年度は３６.９％となっています。これらの

数値が表の右側、健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画の策定が義務づけられています。 

 次に、報告第２８号を御説明します。 

 報告第２８号、令和６年度決算における資金不足比率について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和６年度決算にお

ける資金不足比率について、監査委員の意見を付し、次のとおり資金不足比率を報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 中段の資金不足比率の表を御覧ください。 

 水道事業及び農業集落排水事業の２つの公営企業会計の経営の健全化状況を資金不足比率で示

すものでございますが、いずれの会計も資金不足は生じておりませんので比率はございません。

参考として、括弧書きで資金余剰額で算出したマイナス数値を表示しております。 

 なお、報告第２７号及び報告第２８号の詳細につきましては、決算に添付しております令和

６年度由布市一般会計に係る概要説明書の３１ページ、３２ページに掲載しておりますので、御

参照いただければと思います。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、ただいま詳細説明がありました報告第２７号及び報告第２８号の

審査結果について、代表監査委員の報告を求めます。大塚代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君） 代表監査委員の大塚です。 

 令和６年度における由布市健全化判断比率と資金不足比率の審査の結果を御報告いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第２２条第１項の規定により、令和

７年７月１７日に市長から由布市健全化判断比率と資金不足比率の審査の依頼がありました。審

査では、健全化判断比率、資金不足比率とそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、関

係法令などに準拠し適正に作成されているかなどを確認いたしました。また、今後の比率の推移

予測などを主眼に、関係職員から聞き取りを行いました。 

 審査の結果、審査に付された健全化判断比率、資金不足比率、そしてこれらの算定の基礎とな

る事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。また、それぞ
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れの比率についても基準値を下回り、健全であることが認められましたので、引き続き財政の健

全化に努めるよう要望いたしました。 

 以上で審査の報告を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、報告第２９号について詳細説明を求めます。財源改革推進課長。 

○財源改革推進課長（佐藤 雄三君） 財源改革推進課長です。 

 報告第２９号の詳細説明をいたします。 

 報告第２９号、由布市みらいふるさと基金条例の運用状況に関する報告について。 

 由布市みらいふるさと基金条例第９条の規定により、同条例の運用状況について別紙のとおり

報告する。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページを御覧ください。 

 由布市みらいふるさと基金条例施行規則第３条の規定により、由布市総合計画基本計画構想項

目に沿って、寄附金の件数及び金額を記載しております。 

 令和６年度においては、寄附総件数１万３,０３２件、寄附総額１０億２,３７１万

１,９２２円の寄附をいただいております。このうち、寄附件数３７６件、寄附額２,５２６万

６,０００円につきましては、ゆふいん音楽祭・湯布院映画祭５０周年記念に係る湯布院公民館

のピアノ購入等に係るクラウドファンディングでの寄附となっております。また、寄附件数

１７０件、寄附額１３１万９,８２２円につきましては、令和６年８月の台風１０号に伴う災害

支援寄附となっております。 

 なお、令和６年度には４億９,０００万円の基金積立てを行うとともに、３億９,９６０万円の

取崩しを行い各事業に充当しましたので、令和６年度末基金残高は６億４,３９１万８０１円と

なっております。 

 下段のほうをお願いいたします。 

 由布市総合計画基本構想項目に沿って、令和６年度に基金を繰り入れて実施いたしました事業

を記載しております。２９の事業に総額３億９,９６０万円を基金から充当しています。 

 なお、この運用状況はホームページ並びに市報へ掲載する予定でございます。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、認定第１号について詳細説明を求めます。まず、財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。 

 認定第１号につきまして詳細説明をいたします。 

 認定第１号、令和６年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳
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出決算の認定について、監査委員の意見を付して議会の認定を求める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 説明につきましては、令和６年度由布市歳入歳出決算書のほか、令和６年度由布市決算に係る

概要説明書及び令和６年度財政状況カードにて行わせていただきます。 

 まず、令和６年度由布市決算に係る概要説明書の１ページを御覧ください。 

 各会計における歳入歳出の総額、実質収支額など、収支の状況を記載しております。一般会計

におきましては、最優先課題であります災害からの早期復旧・復興に向けた取組や、エネルギー

価格や食品等の高騰に伴う物価高騰対策により、近年、決算規模が大きくなっている状況であり、

歳入歳出の額は、歳入で２４７億３,０９６万７,９００円、歳出で２３６億９,３４８万

４,２３８円となっており、令和２年度決算から２００億を超える決算規模となっております。 

 歳入歳出それぞれの総額の差である形式収支から翌年度繰越額を控除した実質収支は、６億

５,８６８万３,６３７円と引き続き黒字を確保したところでございます。 

 実質収支を含めた収支状況につきましては、後ほど決算状況カードにより少し説明を加えさせ

ていただきたいと思います。特別会計の決算につきましては、担当課長からそれぞれ説明をさせ

ていただきます。 

 ２ページから一般会計の歳入の目別状況になります。主な款の決算状況につきまして御説明を

いたします。 

 １款市税は総額４４億６,０８０万２,０００円で、前年度比１億６,１５０万３,０００円、率

にして３.８％の増となっております。増額の要因といたしましては、定額減税の影響により個

人住民税が減税となりましたが、経済活動の回復や好調な企業業績を背景に、法人住民税や入湯

税が増加したことに加え、新築住宅戸数及び減免措置の終了による家屋税額が増加や太陽光発電

所の稼働による償却資産の増により固定資産税が増加したことが要因となります。 

 なお、定額減税に伴う住民税減額分については、１１款、地方特例交付金にて国から全額補塡

をされます。 

 ２款地方譲与税につきましては、前年度より１,２７９万５,０００円の増額となっております。

令和６年度より、森林環境税が個人住民税均等割と合わせて１人年額１,０００円が徴収されて

います。その税収の全額が国によって森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与されること

から、森林環境譲与税の増額が主な要因と考えております。 

 ４款配当割交付金及び株式譲渡割交付金につきましては、前年度より合わせて１,９６２万

１,０００円の増額となっております。株価の上昇や企業収益が好調であったことが要因と考え

ております。 

 ６款法人事業税交付金は、前年度比２,８９０万円の増額となっております。経済活動の回復
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により企業の業績が伸びるなど、企業収益が拡大したことが要因と考えております。 

 ７款地方消費税交付金は、前年度比６,６５９万３,０００円の増額となっております。雇用並

びに所得環境の改善を背景に、個人消費が緩やかな増加基調や、物価高騰を背景に消費税も増加

したことが要因と考えております。 

 １１款地方特例交付金は、前年度比１億５,１０７万７,０００円、率にして３２１.１％の増

となっております。令和６年度実施されました定額減税減収分を補塡する定額減税減収特例交付

金が交付されたことが大きな要因になります。 

 １２款地方交付税は総額６４億９,４３４万８,０００円で、前年度比８,１０５万４,０００円、

率にして１.３％の増となっております。このうち普通交付税につきましては、固定資産税や入

湯税などの基準財政収入額の伸びにより、前年度と比べ２,６９７万３,０００円の減となってお

りますが、特別交付税は、ごみ中継処理施設整備事業費や災害関連費等の特殊財政需要が増とな

ったことから、１億８０２万７,０００円の増額となっております。 

 ３ページをお願いします。 

 １４款分担金負担金では、前年度比６,３６９万２,０００円、率にして５７.９％の増となっ

ております。耕地災害復旧事業分担金や開発に伴う生活環境整備事業分担金の増額が主な要因で

ございます。 

 １５款使用料及び手数料は、前年度比１,４０６万４,０００円の減額となっております。住宅

家賃収入や物価高騰対応事業の指定ごみ袋配付事業により販売収入が減少したことが減額の主な

要因でございます。 

 ３ページ下段からの１６款国庫支出金は総額３７億６,７３０万８,０００円で、前年度比２億

１,４０９万６,０００円、率にして６％の増となっております。令和６年度までの新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金に代わり、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交

付や障害自立支援給付、児童手当・施設型給付費等の扶助費の増額が主な要因でございます。 

 １７款県支出金は、総額３１億１,４２５万６,０００円、前年度比５億９,８０５万

８,０００円、率にして２３.８％の増となっております。令和６年度は商品券発行支援事業を実

施しなかったことで、消費喚起プレミアム商品券発行支援事業補助金が減となりましたが、農業

施設災害復旧事業費補助金等が増加したことが要因でございます 

 ４ページから５ページにまたがりますが、１８款財産収入は、前年比１億２,６２１万

３,０００円、率にして１８７.４％の増額となっております。基金につきましては、国債の一括

運用により、利子及び国債の買換えに伴う収入や土地売払い収入、分収造林契約に伴う立木等の

増額が要因でございます。 

 １９款寄附金は、前年度比１億６,９７４万６,０００円、率にして１９.５％の増となってお
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ります。企業版ふるさと納税の伸びやふるさと納税に係るサイトの拡充などにより、寄附金額の

増額は前年度を超える１０億３,８１８万３,０００円ほどとなっております。 

 ２０款繰入金は、前年度比２億７６９万４,０００円、率にして１６.８％の減となっておりま

す。みらいふるさと基金の繰入れが２億２,４３０万円増加した一方、財政調整基金の繰入れが

８,０４８万４,０００円減額したことに加え、令和５年度は大分消防司令センター全面運用に伴

い、減債基金からの繰入れを行い繰上げ償還を行ったことが減額の主な要因となります。 

 ２２款諸収入は、前年度比４億１,１２５万円、率にして６９.２％の減額となっております。

主な要因といたしましては、耕地災害復旧事業過年度収入が減額になったことによるものです。 

 ２３款市債ですが、総額２０億４,０４５万６,０００円で、前年度比７億１,７１２万

９,０００円、率にして５４.２％の増となっております。道路整備事業債や旧湯布院地区公民館

除却事業債等の減額に加え、臨時財政対策債の発行を抑制したことで減額とはなりましたが、小

学校施設整備事業債や司令センター個別機器整備事業債、公共土木災害復旧事業債が増額となっ

たことが主な要因でございます。 

 地方債につきましては、この概要書１５、１６ページに事業別借入明細書を掲載しております

ので、御参照いただければと思います。 

 以上、歳入総額は２４７億３,０９６万８,０００円となり、前年度比１６億８,８４７万円、

率にして７.３％の増となっております。 

 次に、６ページからは歳出の目別状況でございます。主な款について御説明をいたします。 

 ２款総務費は、前年比約７億５,９００万円、率にして２２.１％の増額となっております。物

価高騰緊急対応事業による定額減税補足給付金に伴うみらいふるさと基金取扱業務、行政事務情

報化推進事業、湯平共同温泉管理事業費等が増額となったことが主な要因でございます。 

 ３款民生費は、前年比約２億２００万円、率にして２.９％の減額となっております。児童手

当給付費や保育所活動給付事業の施設型給付費が増額となりましたが、令和５年度は新型コロナ

ウイルス緊急対策事業、社会福祉における住民税非課税世帯給付金事業を実施しましたが、６年

度においては事業をしなかったことが減額の要因でございます。 

 ７ページ、４款衛生費は、前年比約５,０００万円、率にして３.２％の増となっています。上

水道会計の繰出金やし尿処理に伴う機械器具費で減額となりましたが、新環境センター整備事業

に伴う負担金や廃棄物運搬中継施設整備事業の増が主な要因でございます。 

 ６款農林水産業費は、前年比約６,７００万円、率にして５.４％の減となっております。農村

交流施設維持管理事業や市営基盤整備事業等が増額となりましたが、農林水産業施設等復旧支援

事業費や農業活性化スタートアップ補助設置事業、未整備森林間伐事業、地産事業などが減額と

なったことが主な要因でございます。 
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 ７款商工費は、前年比約３億８,７００万円、率にして６３.９％の減となっております。物価

高騰対応事業、商工振興の地域活性化支援資金等が増額となりましたが、新型コロナウイルス緊

急対応事業に伴うプレミアム商品券発行事業やデスティネーションキャンペーン推進事業費が減

額となったことが主な要因でございます。 

 ８款土木費は、前年比約９,７００万円、率にして６.５％の減額となっています。道路維持事

業や道路専用管理システム導入事業等が増額となりましたが、道路整備事業では、防衛調整交付

金事業や辺地対策事業、社会資本整備事業で増額、社会資本整備事業の改良や過疎対策事業単独

事業で減額となり、全体として減額となったことや公営住宅整備促進事業が減額となったことが

要因でございます。 

 ８ページ、９款消防費は、前年比３億１,２００万円、率にして４０.６％の増額となっており

ます。緊急自動車購入事業や災害対策環境整備事業が減額となりましたが、司令台個別機器整備

事業や非常備消防活動推進事業、消防団の報酬や防災ハザードマップ作成業務が増加となったこ

とが要因でございます。 

 １０款教育費は、前年比５億５,２００万円、率にして３４.９％の増額となっております。挾

間小学校増築工事や西庄内小学校屋内運動場大規模改造工事、由布院幼稚園講堂解体工事など、

施設に係る事業が重なったことが増額の主な要因でございます。 

 １１款災害復旧費は、前年比約８億３,６００万円、率にして６３％の増額となっております。

令和６年台風１０号に係る災害復旧に伴う農業用災害復旧費及び公共土木施設災害復旧費が増加

したことが要因でございます。 

 １２款公債費は、前年比約３億６,５００万円、率にして１２.９％の減額となっております。

令和５年度は、大分消防司令センター全面運用に伴い、現在運用しています消防救急デジタル無

線の運用が終了となることから、緊急防災・減災事業債の繰上げ償還があったことが減額の主な

要因でございます。 

 １３款諸支出金は、前年比１億３,４００万円、率にして２０２.２％の増額となっております。

由布市税条例の改正により、入湯税超過分に対する環境・観光振興基金の設置による増加及び令

和６年度追加交付があった地方交付税のうち、６,５６２万円は臨時財政対策債償還分として交

付されたことから、基金として計上したことが増額の主な要因でございます。 

 以上、歳出合計は２３６億９,３４８万４,０００円で、前年度比１５億３,３９６万

４,０００円、率にして６.９％の増となっております。 

 次に、２３ページをお願いいたします。 

 特別会計に対する繰出金の一覧となっております。総務省が示す繰り出し基準に合致した基準

内と、基準に合致しない経費である基準外の２段書きで表示をしております。特に水道事業会計
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では、令和６年１月より段階ではありますが、改定した水道料金が適用されることから、基準外

で２,７１７万円の減額となっております。 

 次に、２４ページは、令和６年物価高騰対策事業をまとめております。物価高騰対策事業は、

エネルギー、食品価格等の物価高騰に伴う低所得者、子育て世帯の支援や、消費下支え等を通じ

た消費者支援など５つの目的の下、１６の事業に支出をしております。事業の総額は約５億

７,７００万円を支出しており、このうち約５億６,７００万円は地方創生臨時交付金を財源充当

しております。 

 次に、２６ページは、令和６年度入湯税の使途状況をまとめております。令和６年１０月より

入湯税超過分を環境・観光振興基金に３,１９７万２,０００円を積み立て、一部をポイ捨て防止

事業に充当をしております。 

 次に、２７ページをお願いします。 

 地方債残高明細表でございますが、令和６年度末の市債残高は２０７億４,２０９万円で、前

年比３億４,９０７万５,０００円の減額となっております。これは、臨時財政対策債の償還額に

対して発行額を抑制したことが全体として減額につながったものでございます。 

 ２８ページからは、公有財産の異動明細書を掲載しております。財産に関する調書につきまし

ては、決算書では５１７ページ以降に増減と現在高を掲載しておりますので、後ほど併せて御確

認いただければと思います。 

 次に、決算書のほうでございますが、５２０ページのほうをお願いいたします。 

 （３）として、出資による権利を掲載しております。 

 令和６年度末現在高合計は、３億８,２７７万６,０００円、前年比４,０００円の減額となっ

ております。これは、別府たばこ販売協同組合が大分たばこ販売対策協議会へ統合されたことに

伴い、支出金の返還を受けたことによるものになります。 

 次に、５２２ページをお願いいたします。 

 基金の状況をお示しいたしております。令和６年度末現在高は、合計で６５億９,４７２万

９,０００円、前年比１,７８０万８,０００円の増額となっております。このうち財政調整基金

につきましては、補助率の高い国・県の事業や交付税措置のある市債等の有効活用を図るととも

に、事業の見直しや不要不急の事業の執行保留など歳出削減を徹底いたしましたが、挾間小学校

増築工事などの投資的経費の増加や台風、豪雨からの災害復旧に取り組んだことから、２１億

７,５８１万６,０００円、前年比１億３,１８１万円の減となっております。また、自主財源確

保の一環として、地域振興基金においては、国債の一括運用などによる利子積立金で

２,３２８万円の増、さらに、みらいふるさと基金につきましては、ふるさと納税サイトや返礼

品の拡充などにより９,７１５万１,０００円増加をしております。 
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 また、５２４ページ、５２５ページでは、定額資金運用基金の運用状況をお示ししております

ので、お目通しをいただければと思います。 

 次に、決算関連資料といたしまして、由布市決算に係る概要書の最後のページに添付をしてお

ります令和６年度財政状況カードのほうを御覧いただきたいと思います。 

 財政状況カードは、決算統計の結果の概要をまとめたもので、決算統計上、区分、整理した数

値となっております。そのため、幾つかの項目につきましては決算と異なる数値がございますの

で、あらかじめ御了承いただきたいと思います。 

 では、実質収支を含めた収支状況について御説明をさせていただきます。 

 表の右側上段に収支状況を、令和６年度及びその比較として並列しております。区分Ｃの歳入

歳出差引額である形式収支から翌年度繰越財源を控除したＥの実質収支は、６億５,８６８万

４,０００円の黒字となっております。この実質収支から前年度の収支を差し引いたＦ、単年度

収支は３,７７９万５,０００円の黒字となっております。また、この単年度収支に実質的な黒字

要素であるＧの財政調整基金積立金３,６１４万３,０００円を加え、Ｉの基金取崩し額５億

６,７９５万３,０００円を引いたＪ、実質単年度収支は４億９,４０１万円５,０００円の赤字と

なっております。 

 以上が全体的な決算状況の説明でございます。 

 これより、各事業の決算の詳細につきましては、担当課長より順次御説明をいたしますが、ま

ず財政課より主な事業について御説明をさせていただきます。 

 決算書の１０７ページのほうをお願いいたします。 

 ２款１項３目財産管理費につきましては、財務書類作成業務委託料が主な内容となっておりま

す。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 ２款１項５目財産管理費につきましては、施設の建物の災害保険料や庁舎等の事業所ごみ収集

業務委託、固定資産台帳システム使用料などが主な内容となっております。令和６年度に施設の

長寿命化を図るため屋根やといの清掃業務委託を行ったことにより、前年度比４０３万

４,０３１円の増額となっております。 

 その下、公用車管理事業につきましては、マイクロバスを含めた公用車６台を更新したことや

エネルギー価格高騰による燃料費高騰の影響から、前年比１,３３５万１,０６３円の増額となっ

ております。 

 財産有効活用事業は、普通財産の処分に向けて、不動産鑑定や境界確定及び土地の分筆に必要

な登記費用が主な内容となっております。 

 次に、１１５ページをお願いいたします。 
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 湯平共同温泉管理事業は、湯平温泉管理運営業務及び湯平地区新泉源に係るものが主なものと

なります。そのうち、１２節委託料は新泉源用途試験調査に係るもので、３６９万６,０００円

となっております。公共施設等総合管理計画策定事業は、ファシリティシステム使用料及び令和

５年度より公共施設個別計画の見直しを３か年で進めている計画策定支援委託料が主な内容とな

ります。普通財産管理事業は、普通財産施設に係る光熱水費などの支出となっております。令和

６年度は阿蘇野公民館解体工事を実施したことから、９４５万円の増額となっております。 

 次に、１１７ページをお願いします。 

 市行林等造林管理事業は、市有地における森林に係る保険料となります。 

 次に、入会地分収交付金事業は、市有地の貸付けや県有林主伐に係る分収交付金として１６団

体へ地元交付金となります。 

 入札契約適正化推進事業は、大分県及び県下１８市町村で共同運用しています電子入札システ

ムに係る負担金になります。 

 個別事業の概要につきましては、概要施策の成果説明書並びに令和６年度事務事業評価を御参

照いただきますようお願いします。 

 詳細説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） ここで暫時休憩します。再開は１３時といたします。 

午後０時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 長谷川建策議員より欠席届が出ております。１６名です。 

 では、認定第１号に入ります。次に、議会事務局長。 

○事務局長（工藤 由美君） 議会事務局長です。詳細説明をいたします。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 １款１項１目の議会費につきましては、議員報酬や共済組合納付金、会議録作成業務等の委託

料が主なものでございます。 

 次に、議会情報提供事業は、議会だよりの印刷製本費と議会中継業務の委託料となっておりま

す。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） 総務課長でございます。 

 総務課所管の主な事業につきまして詳細説明をいたします。 
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 初めに、決算書９５ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目の一般管理費については、会計年度任用職員の報酬や共済費、費用弁償のほか、

９７ページに移りまして、事務経費としての消耗品費や法規追録代、後納郵便料などの通信運搬

費、複合機のコピー使用料、職員の総合健診費用負担金などが主なものとなっております。この

事業に対しましては、職員駐車料や雇用保険料個人掛金などを特定財源として充当しております。 

 次に、職員研修事業については、管理職研修時の講師謝金や職員の各種研修参加に伴う旅費及

び負担金となっております。 

 次に、１０５ページをお願いします。 

 ２款１項２目の広報広聴推進事業は、市報発行に係る印刷代、ホームページ、アプリの保守管

理委託料が主なものです。この事業の特定財源としては、県広報誌配布事務委託費やホームペー

ジバナー広告料収入、みらいふるさと基金などを充当しております。 

 次に、戦略的プロモーション基盤整備事業は、ゆふいんラヂオ放送情報発信委託料やＴＯＳゆ

～わく特派員プロモーション委託料が主なものです。 

 次に、１３７ページをお願いします。 

 ２款１項１０目の防犯体制確立事業は、少年補導員３６名の報酬、１３地区へ防犯灯設置に係

る補助金、９１世帯に対する特殊詐欺防止機能つき電話機購入補助金が主なものでございます。

自治会活動促進事業は、自治委員への報酬や３自治区に対する自治区放送施設補助金、市自治委

員会連合会への補助金が主なものでございます。 

 次に、１３９ページをお願いします。 

 ２款１項１１目の交通安全対策推進事業は、交通指導員３５名の報酬、県交通安全協会大分南

支部負担金が主なものでございます。 

 次に、交通安全施設整備事業は、市内１１地区におけるカーブミラー１２基の整備工事費とな

っております。 

 以上で詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。令和６年度の総合政策

課に係る決算について、主なものについて詳細説明を申し上げます。 

 歳入につきましては、歳出に合わせて御説明申し上げます。 

 それでは、決算書１１９ページをお願いします。 

 ２款１項６目地域おこし協力隊事業は、協力隊員２名の報酬、住宅借上料が主なものです。 

 次に、地域公共交通事業は、コミュニティバス運行委託に係る経費です。財源につきましては、

県補助金の生活交通路線支援事業費補助金やみらいふるさと基金より４,０８０万円を充当して
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おります。また、総合政策課雑入のうち、地域フィーダー系確保維持補助金３５３万

３,０００円を充当しております。 

 次に、総合計画・総合戦略等推進事業は、第三次総合計画策定支援業務委託料に係る経費が主

なものでございます。財源につきましては、みらいふるさと基金より５５０万円を充当しており

ます。 

 １２１ページをお願いします。 

 由布市に住みたい事業は、由布市移住者等居住支援事業を活用した移住者への補助金です。財

源は、県の空き家利活用事業費補助金と移住支援事業費補助金、企業版ふるさと納税は１００万

円、みらいふるさと基金は１,２９０万円を充当しております。 

 次に、まちづくりと公共交通連携は、地域公共交通の利便性、持続可能性の向上を図るため、

湯平地域の新たな公共交通モードの調査のための委託費とゆのひらんプロジェクトの車両購入費

です。財源は、県の小規模集落・里のくらし支援事業費補助金、まちづくり支援自動販売機基金

繰入金を充当しております。 

 １２３ページをお願いいたします。 

 次世代交通実験事業は、由布市グリーンスローモビリティ推進コンソーシアムへの補助金でご

ざいます。 

 次に、市民提案型連携協働事業は、第１回採択事業となりました湯平藝文會の２年目の事業執

行に要した補助金と、第２回採択事業となりましたイオン九州への補助金と、第３回の審査会開

催経費でございます。財源につきましては、みらいふるさと基金より７５０万円を充当しており

ます。 

 １２５ページをお願いいたします。 

 ２款１項７目電子計算費です。行政事務情報化推進事業は、電算運用業務の委託料やシステム

使用料、仮想ブラウザの利用負担金などです。財源は、社会保障税番号制度システム整備費国庫

補助金、デジタル基盤改革支援国庫補助金を充当しております。 

 １５９ページをお願いいたします。 

 ２款５項１目統計調査総務費は、統計業務に係る会計年度任用職員の人件費でございます。財

源は、農林業センサス調査、国勢調査、全国消費実態調査委託費を充当しております。 

 次に、その下段、２款５項２目指定統計費、世界農林業センサス調査事業は、調査員報酬が主

なものでございます。財源につきましても、世界農林業センサス調査委託金を充当しております。 

 ページが飛びますが、３５３ページをお願いいたします。 

 １３款１項１目土地取得費８万７,１５０円につきましては、土地開発公社への借入金利息及

び一般管理費に係る経費でございます。 
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 以上で総合政策課の令和６年度の決算の詳細説明を終わります。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（甲斐 裕一君） 財源改革推進課長。 

○財源改革推進課長（佐藤 雄三君） 財源改革推進課長です。詳細説明をいたします。 

 １１９ページ下段から１２１ページ上段にあります事業番号４３９番、みらいふるさと寄附金

推進事業は、返礼品発送業務等に係る事業者への委託料と基金積立てが主なものです。この事業

に充てられる財源は、指定寄附金のふるさと納税が充当されています。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 会計管理者。 

○会計管理者（平野浩一郎君） 会計管理者です。詳細説明です。 

 決算書１０７ページをお願いいたします。 

 下段、２款１項４目会計管理費の支出済総額は２,２９９万９,２５６円となります。主な支出

内容は１１節の役務費で、そのうち口座振替等手数料が１,７７４万４,６９７円で、これは昨年

１０月から金融機関に係る公金振込手数料が有料化となり、前年度より増額となっております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 庄内振興局長。 

○庄内振興局長兼地域振興課長（佐藤 重喜君） 庄内振興局長です。詳細説明をいたします。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 下段の２款１項５目財産管理費のふるさとふれあい交流施設管理事業でございます。 

 １１１ページをお願いします。 

 ふるさとふれあい交流施設管理事業につきましては、ほのぼの温泉館、工芸館、地域交流館等

施設の維持管理経費のほか、ほのぼの温泉館の男性浴室の浴槽工事、ほのぼの温泉館の自動券売

機の購入などでございます。この事業に対しましては、歳入のふるさとふれあい交流施設使用料

７７６万７,６０６円、雑入などを充当しております。 

 １１３ページをお願いします。 

 庄内庁舎等管理事業につきましては、会計年度任用職員１名の報酬並びに庄内庁舎の光熱水費、

電話料、施設や浄化槽の清掃管理、警備保障、各種機器の保守点検のほか、本庁舎本館のエレ

ベーター改修工事となっております。 

 １２９ページをお願いします。 

 ２款１項９目地域振興費の地域振興費（庄内）につきましては、草刈り作業や清掃など、地域

内の保全作業に伴う作業員３名分の報酬が主なものでございます。 

 次に、若者定住住宅推進事業につきましては、若者定住住宅地造成工事設計業務に係る公募型
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プロポーザル選定委員に対する謝金でございます。 

 １３１ページをお願いします。 

 庄内地域活力創造事業につきましては、地域住民等が自主的、主体的に企画、実施する各種事

業を支援するもので、１０団体に補助金を交付しております。この事業に対しましては、歳入の

まちづくり支援自動販売機基金繰入金を充当しております。 

 次に、庄内神楽伝統継承事業につきましては、小学生等を対象に実施した神楽体験などの講師

謝金でございます。 

 １３３ページをお願いいたします。 

 地域コミュニティ形成促進事業（庄内）につきましては、集落支援員２名の報酬及び旧大津留

小学校のプール解体工事、大津留まちづくり協議会及び阿蘇野・直山まちづくり協議会に対して

の地域まちづくり活動推進交付金が主なものでございます。この事業に対しましては、歳入のみ

らいふるさと基金などを充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（一野 英実君） 湯布院振興局長です。主な事業について詳細

説明をいたします。 

 まず、決算書の１３３ページをお願いします。 

 ２款１項９目旧湯布院公民館跡地整備事業の工事請負費は、バスロータリー等の造成工事費で

す。この事業に対しましては、市債２,４５０万円を充当しております。その下、湯布院交通渋

滞対策事業は、ＡＩカメラによる渋滞情報やＥＴＣ２.０データによる渋滞予測情報を発信し、

湯布院町内の渋滞時の緩和を図る事業です。国のデジ田交付金５３８万４,５００円を充当して

おります。 

 次の湯平温泉復興まちづくり推進事業は、９月６日に落成式を迎えます湯平地域緊急避難所の

造成・新築工事等に要したものです。この事業に、国の社会資本整備総合交付金を３,３６３万

３８２円と辺地債８,３００万円を充当しております。 

 次の道の駅ゆふいん整備管理事業は、道の駅ゆふいん物産館の建て替えに伴う新築設計業務、

アスベスト調査、地質調査を行ったものです。これには、国のデジ田交付金４０７万円を充当し

ております。 

 次に、１３５ページをお願いいたします。 

 地域コミュニティ形成促進事業につきましては、湯平担当地域おこし協力隊員１名の報酬ほか

と湯平まちづくり協議会への活動交付金が主なものでございます。 

 最後に、１３９ページをお願いいたします。 
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 ２款１項１２目防衛施設周辺整備総務費につきましては、主なものとして、米海兵隊移転訓練

対策事業として米海兵隊移転訓練に伴う安全対策経費でございます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 挾間振興局長。 

○挾間振興局長兼地域振興課長（井原 和裕君） 挾間振興局長です。詳細説明をいたします。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 ２款１項５目財産管理費、挾間庁舎等管理事業３,０２４万７,３８４円につきましては、挾間

庁舎東面外壁改修工事等の３８５万３,３００円と、挾間庁舎の光熱水費、電話料、施設や浄化

槽の清掃管理、警備保障、各種機器の保守点検料が主なものでございます。 

 次に、１２９ページをお願いいたします。 

 ２款１項９目地域振興費（挾間）の１,５３５万５５円につきましては、まず、１節報酬

７２４万４,５００円、これは挾間地域の市道保全作業等の作業員３名、会計年度職員の報酬と

なっております。 

 次に、１４節の環境整備工事費７８４万８,６２９円は、市道舗装整備工事やカーブミラー設

置工事が主なものでございます。財源といたしましては、雑入の大村市からの環境整備協力費

１,６１４万５６７円の一部を充当しております。 

 １３１ページをお願いいたします。 

 挾間地域活力創造事業２７５万円は、挾間地域の１０団体に対して、自主的、主体的に企画実

施する各種事業を支援するために補助金として交付しているものでございます。 

 その下、由布川交流センター管理事業４８３万６,７２８円につきましては、会計年度任用職

員１名の報酬と施設の維持管理費が主なものでございます。財源といたしましては、由布川交流

センターの使用料１５６万１,０４０円と雑入、自動販売機手数料６,５０４円を充当しておりま

す。 

 その下、地域活力づくり総合事業３７７万６９０円は、由布川峡谷階段手すり設置工事が主な

ものでございます。 

 続きまして、１３５ページをお願いいたします。 

 地域コミュニティ形成促進事業（挾間）の５８７万３,７９０円は、谷むらづくり協議会の活

動費となっております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 人権・部落差別解消推進課長。 

○人権・部落差別解消推進課長（後藤 康成君） 人権・部落差別解消推進課長です。詳細説明を

いたします。 
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 １４１ページをお願いいたします。 

 ２款１項１３目人権・部落差別解消推進費につきましては、４７２万１,１２８円のうち

１０節需用費１４６万７,０６８円は、各種大会・研修会等の参加・資料代などが主なものでご

ざいます。 

 １２節委託費１７９万３,０００円は、由布市人権教育啓発基本計画策定における市民意識調

査、データ分析等に係る業務委託でございます。 

 １８節負担金、補助金及び交付金の１０７万６,０００円は、保護司会補助金の８０万円が主

なものであり、そのほか各種協議会の負担金でございます。 

 次に、１４３ページをお願いいたします。 

 人権啓発推進事業３８８万７,８９８円のうち、１節報酬２５９万６,２６４円は、湯布院川上

地区集会所の運営等を担当しております会計年度職員１名分の報酬でございます。 

 ７節報償費４８万円は、湯布院川上集会所で開催しております主催教室指導者の謝金でござい

ます。この事業に対しましては、雑入の１４万９,０００円を充当しております。 

 次に、その下の人権啓発活動地方委託事業の１０１万１,８６２円につきましては、人権週間

に伴う人権を大切にする市民の集い開催に係る経費が主なものでございます。この事業に対しま

しては、県からの委託金４２万１,０００円を充当しております。 

 次に、男女共同参画推進事業、７節報償費５万２,２００円につきましては、男女共同参画週

間における由布市内街頭キャンペーン実施に伴う謝金が主なものでございます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 税務課長。 

○税務課長（竹下 美佳君） 税務課長です。 

 市税歳入につきましては財政課長より説明がありましたので、主な歳出につきまして詳細説明

をいたします。 

 １４５ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目の税務総務費につきましては、１８節の各種協議会等への負担金４０２万

４,２９９円や２２節の償還金、利子及び割引料の１,０７６万１,７３０円が主なものとなって

おります。 

 続いて、物価高騰緊急対応事業（定額減税）、内容は定額減税とその後の調整給付事務です。 

 １４７ページを御覧ください。 

 上段、１９節扶助費２億６,８０５万円、こちらが調整給付として支給した額となります。調

整給付事務については、全額、国庫支出金であります物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

で充当されております。 
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 １４７ページ下段は、２款２項２目の賦課費と賦課推進事業の２つからなっております。賦課

費の主なものは、１０節需用費の申告書や台帳など各種様式の印刷製本費や、１２節委託料の納

税通知書の印刷封入封緘業務となっております。 

 なお、こちらには税証明手数料収入を特定財源として充当しております。 

 賦課推進事業の主なものは、１２節委託料の固定資産税の適正化を図るためのシステム保守及

び支援業務に関するもの、それから１３節のシステム使用料などとなっております。 

 １４９ページを御覧ください。 

 ２款２項３目の収納率向上対策事業、主な内容としまして、１０節需用費の印刷製本費、こち

らは督促状などの印刷製本が主なものでございます。１２節委託料は、システム改修、督促状の

封入封緘業務となっております。１３節の使用料及び賃借料は、市税の徴収強化に資する滞納整

理システムの使用料が主なものとなっております。 

 なお、特定財源として督促手数料及び諸収入の５,８６２円を充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 市民課長。 

○市民課長兼マイナンバーカード推進室長（長田 瑞穂君） 市民課長です。令和６年度の決算の

詳細説明をいたします。 

 決算書の１４９ページをお願いします。 

 ２款３項１目の戸籍住民基本台帳費につきましては、戸籍住民票等の届出及び証明発行に係る

経費で、３庁舎分の証明発行機の機械器具借上料と印刷製本費が主なもので、財源といたしまし

ては、旅券の収入印紙販売手数料等の諸収入が主なものとなっております。 

 次に、１５１ページ、戸籍住民基本台帳電算システム整備事業につきましては、戸籍住民基本

台帳システムの保守業務委託料とシステムの使用料が主なもので、財源といたしましては、戸籍

等手数料、戸籍システム改修事業費補助金、社会保障税番号制度システム改修費補助金を充当し

ております。 

 次に、個人番号カード交付事業です。マイナンバーカードの交付に係る経費で、３庁舎分の会

計年度任用職員の報酬とマイナポータル関連設定支援業務の委託料が主なもので、財源といたし

ましては、個人番号カード交付事業費補助金１,９１６万６,０００円を充当しております。 

 次に、コンビニ交付事業につきましては、コンビニにおける証明発行に係る経費で、システム

の使用料が主なものでございます。 

 次に、１５３ページの中段、２款３項２目旅券発給費は旅券交付における事務経費でございま

す。 

 以上で市民課の詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 
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○議長（甲斐 裕一君） 監査・選挙管理委員会事務局長。 

○監査・選挙管理委員会事務局長（工藤 秀紀君） 監査・選挙管理委員会事務局長です。主な事

業につきまして詳細説明をいたします。 

 １５３ページをお願いいたします。 

 ２款４項１目選挙管理委員会費につきましては、選挙管理委員会の開催ほか、事務局の通常経

費となっております。 

 １５７ページをお願いいたします。 

 ２款４項３目衆議院議員選挙費２,６７４万７,１００円につきましては、衆議院総選挙等にお

ける管理者、立会人の報酬、入場券の作成・郵送など選挙の執行に係る経費となっております。

県の衆議院選挙費委託金２,５９４万４,３４４円を充当しております。 

 １６１ページをお願いいたします。 

 ２款６項１目の監査委員費につきましては、監査委員の報酬ほか事務局の通常経費となってお

ります。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長兼福祉課長（後藤 昌代君） 福祉事務所長です。福祉課の主な事業につきまして

詳細説明をいたします。 

 １６１ページをお願いいたします。 

 下段、３款１項１目の民生委員・児童委員活動促進事業につきましては、全額活動交付金で県

補助金を充当しております。 

 １６３ページをお願いいたします。 

 社会福祉総務費につきましては、社会福祉法人監査及び避難行動要支援者の個別避難計画作成

に係る会計年度任用職員の報酬と、庄内ほのぼのプラザ及び湯布院福祉センターの指定管理料で

ございます。社会福祉協議会活動促進事業につきましては、全額、由布市社会福祉協議会への事

業運営に対する補助金でございます。重層的支援体制整備事業につきましては、移行準備事業に

おける会計年度任用職員への報酬が主なもので、国庫補助金４分の３を充当しております。 

 １６５ページをお願いいたします。 

 物価高騰緊急対応事業につきましては、１９節の扶助費、臨時給付金が主なものでございます。

内訳としまして、令和６年３月から５月実施の前年度繰越分につきましては、１世帯当たり

１０万円の給付金を９０世帯に、児童１名につき５万円の加算給付金を５５名分支給いたしまし

た。また、令和６年７月から９月にかけて実施しました１世帯当たり１０万円の給付金につきま

しては、７２０世帯に同年１月から２月実施の給付金で、家計急変世帯として対象となり７万円
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の支給の世帯で、この給付でも対象となりました１３世帯には１世帯当たり差額の３万円を、児

童１名につき５万円の加算給付金は１０６名分支給いたしました。この事業につきましては、国

の地方創生臨時交付金を充当しております。 

 なお、令和７年３月から実施しました給付金につきましては、申請期限が本年６月末でしたの

で、繰越しをしております。 

 １６９ページをお願いいたします。 

 ３款１項３目の地域生活支援事業は、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう、地域の特性に応じ支援する事業でございます。１２節の委託料につきましては、

創作的活動や交流の機会等を提供する地域活動支援センター事業や相談支援事業、そのほか、緊

急入所、移動支援、意思疎通等の生活支援事業の委託に要した費用でございます。１９節の扶助

費につきましては、障がいのある方に対し、日常生活の改善を図るための用具の購入費用の一部

を支給する給付費が主なもので、国と県の補助金を充当しております。 

 次の自立支援事業につきましては、１７１ページをお願いいたします。 

 １８節の自立支援医療費負担金と障がい児通所支援、居宅介護、施設入所等の障がい福祉サー

ビス給付に伴う負担金が主なもので、国と県の負担金を充当しております。障がい者保護事業に

つきましては１９節の扶助費が主なものでございます。そのうち重度心身障がい者医療費助成金

につきましては、対象者は８７２名、県２分の１の補助、特別障害者手当等給付費につきまして、

対象者は７４名、国４分の３の補助、障がい者福祉給付金につきましては市独自の事業で、対象

者は２,４４５名、１人５,０００円の給付を行いました。 

 １８７ページをお願いいたします。 

 下段、３款３項１目の生活保護業務支援事業につきましては、１２節のシステム保守業務等委

託料、１３節のシステム使用料、１８９ページの２２節過年度精算返納金が主なものでございま

す。生活困窮者自立支援事業につきましては、由布市社会福祉協議会への生活困窮者の自立促進

を図るための相談支援事業委託料が主なもので、国庫支出金を充当しております。 

 １９１ページをお願いいたします。 

 上段、３款３項２目の生活保護費支給事業につきましては、２８４世帯に対する扶助費で国と

県の負担金を充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。一般会計と介護保険特別会計の詳細説

明をいたします。 

 まず、一般会計の主な事業につきまして詳細説明をいたします。 
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 決算書１６７ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目老人保護措置事業の１９節扶助費１億４,６４４万６,２８６円は、養護老人ホー

ム入所者の措置費でございます。このうち、老人保護措置費の負担金２,７１２万６,５０１円を

充当しております。 

 次に、高齢者支援事業は、１００歳等を迎えられた方への長寿の祝いの品としまして、報償費、

鍼灸マッサージ等の施術補助金が主なものでございます。 

 次に、高齢者生きがい対策事業は、単位老人クラブ助成及び老人クラブ連合会推進のための補

助金３４３万７３６円です。このうち、県補助金の２２８万７,１５７円を充当しております。 

 次に、１７５ページをお願いいたします。 

 ３款１項６目介護保険事業、２７節繰出金は、介護保険特別会計への繰出金でございます。こ

のうち、低所得者保険料軽減繰出金４,６２４万６,５００円に対しては、国庫負担金

２,３１２万３,２５０円並びに県負担金１,１５６万１,６２５円を充当しております。 

 次に、２２１ページをお願いいたします。 

 ５款１項１目労働諸費、シルバー人材センター補助事業、１８節負担金、補助及び交付金の

７４３万６,０００円につきましては、由布市シルバー人材センターへの運営補助金となります。 

 続きまして、介護保険特別会計の主な事業につきまして詳細説明をいたします。 

 決算書４３５ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございます。 

 １款１項１目介護保険料の収入済額８億７３３万６２４円は、前年度と比べまして

１,５０４万９,２８３円、率としまして１.９％の増となっております。 

 次に、同ページの下段の３款国庫支出金から４３９ページの４款支払基金交付金、５款県支出

金、４４３ページの７款繰入金につきましては、それぞれの事業に対して介護保険法で定められ

ている負担割合に応じての金額となっております。 

 続きまして、歳出です。 

 ４４９ページをお願いいたします。 

 １款１項１目の一般管理費につきましては、要介護認定調査員の報酬、介護保険システム改修、

保守運用に関わる業務委託料が主なものでございます。 

 ４５５ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目の介護サービス等諸費につきましては、要介護の認定を受けている方が在宅、施

設などでの介護サービスを受けるための負担金となっております。下段の２款２項１目の介護予

防サービス等諸費は、要支援の認定を受けている方が介護予防サービスなどを受けるための負担

金となっております。 
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 ４５９ページをお願いいたします。 

 ２款６項１目市町村特別給付費につきましては、在宅高齢者おむつ等の購入補助金となってお

ります。 

 ４６３ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目の一般介護予防事業費につきましては、介護予防事業の講師謝金１５２万

８００円、お茶の間サロンへの活動補助金４８４万１,８６０円が主なものとなっております。 

 ４６５ページをお願いいたします。 

 下段の４款３項４目任意事業費の１２節委託料は、高齢者への配食と見守り支援を行う食生活

改善事業委託料５９８万３,７４０円となっております。 

 ４６９ページをお願いいたします。 

 ４款３項７目認知症総合支援事業費につきましては、認知症相談等に関する地域包括支援セン

ターへの委託料の２,０８７万８６０円とオレンジカフェの補助金１２万円が主なものでござい

ます。 

 ４款３項８目包括支援事業費につきましては、由布市社会福祉協議会に委託している地域包括

支援センター業務の委託料の６,２８４万８,７５８円が主なものでございます。 

 ４７１ページをお願いいたします。 

 中段の５款１項２目償還金は、国庫負担金の支出金、支払基金交付金、県支出金の精算に伴う

過年度の返還金となっております。 

 ４７３ページをお願いいたします。 

 ５款３項１目他会計繰出金２,９６０万５,７２３円は、一般会計への繰出金となっております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 保険課長。 

○保険課長（河野 妙子君） 保険課長です。一般会計、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医

療特別会計の３会計の決算につきまして詳細を申し上げます。 

 一般会計決算から御説明いたします。 

 決算書の１７３ページをお願いいたします。 

 上段、３款１項４目国民健康保険事務費の２７節繰出金２億７,６３２万２,９９６円は、国民

健康保険特別会計への繰出金でございます。国庫負担金、県負担金を充当しております。 

 下段、３款１項５目後期高齢者医療対策費の１８節負担金、補助及び交付金５億９,４０６万

７６円につきましては、大分県後期高齢者医療広域連合に支払いをする療養給付費負担金と事務

費の負担金でございます。 

 １７５ページをお願いいたします。 
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 上段、１２節委託料につきましては、高齢者の生活習慣病等の発症や重症化の予防、心身の機

能低下を予防する高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に関しまして３３４万３５０円

を支出しており、諸収入の受託事業収入を充当しております。 

 １７７ページをお願いいたします。 

 下段、３款１項７目国民年金事務費６４９万６,４６１円につきましては、国民年金事務に係

る会計年度職員の報酬や消耗品費等を支出しており、国庫委託金を充当しております。 

 以上で一般会計の説明を終わります。 

 続きまして、国民健康保険特別会計決算の御説明をいたします。 

 決算書の３８９ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費２,４０５万５,１２３円の支出につきましては、国保連合会における

共同電算処理や国保システム機器保守などに係る委託料の支出が主なものでございます。 

 次に、３９１ページをお願いいたします。 

 下段、１款２項１目賦課徴収費５９７万９,６９７円につきましては、国民健康保険税の徴収

に係る会計年度任用職員の報酬や納付書等の発送、口座振替に係る経費が主なものでございます。 

 次に、３９３ページをお願いいたします。 

 中段からの２款保険給付費につきましては、被保険者の医療費や高額療養費、出産育児一時金、

葬祭費などの保険の給付及び国保連合会に支払う審査支払手数料であり、２款合計で２６億

５,３１５万２９６円を支出いたしました。前年度決算額から約１億６,４００万円の減となって

おり、県補助金を充当しております。 

 次に、４０３ページをお願いいたします。 

 中段からの３款国民健康保険事業費納付金につきましては、大分県への納付金といたしまして、

３款合計で８億６,５０３万２,９７８円を支出いたしました。前年度決算額から約４,０００万

円の減となっており、国民健康保険税県補助金及び繰入金を充当しております。 

 次に、４０７ページをお願いいたします。 

 上段、４款１項１目特定健康審査等事業費２,１１０万４,２５０円につきましては、特定健

診・特定保健指導委託料、健診データの管理業務委託料、健診案内通知に係る通信運搬費が主な

ものでございます。 

 下段、４款２項１目保健衛生普及費１,０１２万５,０１３円につきましては、前年度、令和

５年度決算額から約３８８万円の減となっておりますが、これは、令和５年度中に第３期由布市

保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定事業が終了したことによるものでございます。 

 ４１５ページをお願いいたします。 

 下段、７款１項５目保険給付費等交付金償還金３,８５４万２,９０９円、４１７ページ、８目
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特定健康審査等負担金償還金３８０万１,０００円につきましては、令和５年度精算による償還

金でございます。 

 以上で国民健康保険特別会計の説明を終わります。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計決算の御説明をいたします。 

 決算書の５１１ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費３０５万９,９７１円につきましては、例年の支出に加え、備品購入

費といたしまして、後期高齢者医療システムの窓口用端末の購入に係る支出がございました。 

 ５１３ページをお願いいたします。 

 上段、２款後期高齢者医療広域連合納付金６億４,４０３万３,３９７円は、収納した保険料を

広域連合に納付したものでございます。前年度決算額から約８,８００万円増加しております。 

 以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。主な事業につきまして詳細説明をいた

します。 

 １７９ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費、児童手当事業の主なものは、１９節扶助費で、令和６年１０月

に対象年齢、給付額が拡充される制度改正が行われましたことから、前年度より増加しておりま

す。国・県の補助金を充当しております。児童扶養手当事業の主なものは１９節扶助費で、要件

を満たしたひとり親家庭等に支給するもので、３分の１国の補助金を充当しております。こども

家庭センター事業は、妊娠期から子育て期にかかる切れ目ない相談支援を行うため令和６年度よ

り設置されており、国３分の２、県６分の１の補助金を充当しております。 

 １８１ページをお願いいたします。 

 物価高騰緊急対策事業、１９節扶助費、由布市すくすくおむつクーポン券配布事業助成金とし

て、市内ゼロ歳児、１歳児の児童に１人２万円のクーポン券を配布しており、申請率は９８％、

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当しております。 

 次の新型コロナウイルス緊急対策事業は、令和５年度に行った由布市すくすくおむつクーポン

券配布事業で、利用期限が申請した日から１年間あることから、令和６年度への繰越しをして支

出しております。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当しております。３款２項

２目子育て支援費を御覧ください。保育所活動推進事業、１８３ページ、１８節負補交、保育補

助者雇上強化事業費補助金は、市内６施設７名を雇用しており、８分の７県の補助金を充当して

おります。人材確保等支援事業費補助金は、令和６年度から保育士を確保するために始めた事業

で、新採用保育士８名に合計１２０万円を補助金として交付いたしました。児童健全育成事業に
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つきましては、１７児童クラブへの１２節委託料が主なもので、国・県それぞれ３分の１の補助

金を充当しております。 

 １８５ページ、児童施設整備事業は、現在建設中のくすのき児童クラブの実施設計委託料、み

らいふるさと基金等から充当しております。保育所活動給付事業は、１９節扶助費、由布市の子

どもたちが通う保育所等の施設型給付費が主なもので、令和６年度に保育士の報酬が改正された

ため前年よりも増額となっており、国・県の補助金を充当しております。３款２項３目母子福祉

費を御覧ください。ひとり親家庭等自立支援事業につきましては、１８７ページの１９節扶助費、

ひとり親家庭等医療費助成金が主なもので、２分の１県の補助金を充当しております。 

 １９９ページをお願いいたします。 

 ４款１項２目母子保健費、子ども医療費助成事業、１９節扶助費が主なもので、県の補助金、

みらいふるさと基金からの繰入れ、寄附金を充当しております。 

 ２０１ページをお願いいたします。 

 高校生等医療費助成事業は、１９節扶助費が主なもので、令和６年度より県補助が始まりまし

たので、県の補助金を充当しております。また、みらいふるさと基金からの繰入れも充当してお

ります。出産・子育て一体的支援事業は、出産応援給付金、子育て応援給付金としてそれぞれ

５万円を給付しており、１８節負補交が主なもので、国・県の補助金を充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（吉野眞由美君） 健康増進課長です。主な事業につきまして詳細説明をいたしま

す。 

 １９３ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目の保健衛生総務費につきましては、保健事業に係る会計年度任用職員の報酬と事

務経費が主なものでございます。 

 次に、健康立市推進事業は、健康マイレージ事業を推進し、市民の皆さんが自主的に健康づく

りの習慣をつけてもらうための経費が主なものでございます。 

 次の成人保健事業は、疾病の早期発見・早期予防のための健康診査、各種がん検診、保健指導

や訪問、健康教室を実施するための経費となっております。財源につきましては、県の保健事業

費補助金９５万１,０００円が充当されております。 

 次に、１９５ページをお願いいたします。 

 地域医療体制推進事業は、休日当番医や救急医療、おおいた医療ネットワークなど、市民が安

心して適切な医療を受けることができるよう体制整備を行う事業で、その負担金が主なものでご

ざいます。 
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 次に、がん検診推進事業は、子宮頸がん検診と乳がん検診の受診向上を目的とし、検診車が巡

回して集団検診を行う従来の方法に加え、検診施設や医療機関でも受診できるようにした事業の

経費でございます。 

 次に、食生活推進事業は、食生活改善推進員の養成講座の講師料、各地域で開催する料理教室

の講師謝金が主なものでございます。 

 次に、１９７ページにかけまして記載しております健康温泉館利用促進事業につきましては、

市民が気軽に健康づくりに取り組める健康増進拠点施設として維持、管理、運営を行う事業で、

昨年度行いました大規模な配管工事の工事費と会計任用職員の報酬、燃料費、光熱費が主なもの

となっております。財源につきましては、温泉館使用料１,５１７万８,８５０円が充当されてお

ります。 

 次に、１９９ページをお願いいたします。 

 ４款１項２目母子保健費の母子保健推進事業は、安心して出産、子育てができるための支援と

して、妊産婦・乳幼児検診、産後ケア事業、未熟児養育医療等に係る経費となっております。財

源につきましては、母子保健衛生費、国庫補助金など合計４１２万４,８４０円が充当されてお

ります。 

 次に、不妊・不育症治療費助成事業は、特定不妊治療費の自己負担の一部を助成するものです。 

 次に、５歳児健康診査事業は、小学校就学後に起こる子どもの不登校、ひきこもりを予防する

ため、発達の気になる子どもの長所、短所などの特性を把握し、保護者及び関係者が共通認識を

持って適切な支援と就学につなげる事業で、健診スタッフの報償費と専門医診察負担金が主なも

のでございます。 

 次に、母子歯科保健対策事業につきましては、２０１ページにかけて記載しております。幼児

虫歯予防のためのフッ素塗布を推進するための委託料が主なものでございます。 

 次に、２０１ページの一番下、物価高騰緊急対応事業は、妊産婦の経済的負担を軽減するため、

妊産婦健診に係る交通費等を助成する事業で、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金６０万

円を充当しております。 

 次に、２０３ページをお願いいたします。 

 ４款１項３目精神保健福祉士の心の健康づくり事業は、自殺予防を目的とした心の健康相談に

係る経費で、大分県地域自殺対策強化交付金３５万６,０００円が充当されています。 

 次に、下段、４款１項４目予防費の予防接種推進事業は、定期及び任意予防接種に係る経費と

なっております。財源につきましては、昨年度１０月に始まりました６５歳以上の新型コロナウ

イルス予防接種の助成金２,０４２万６,３００円などが充当されております。 

 次に、２０５ページをお願いします。 



- 53 - 

 感染予防対策事業は、食中毒や感染症予防の啓発指導を行ってくださっています食品衛生協会

の補助金が主なものでございます。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和５年度末まで行われておりました全額公

費負担による接種の委託料と事務経費返納金が主なものでございます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） 環境課長心得です。環境課は一般会計と特別会計がございます

ので、それぞれ主なものを中心に詳細説明いたします。 

 まずは、一般会計でございます。 

 決算書２０５ページ中段からが４款１項５目環境衛生総務費でございます。火葬場運営整備事

業に３,０６９万４,０５０円で、修繕費５５８万１,８７０円などが主なものでございます。 

 ２０７ページ中段をお願いします。 

 合併処理浄化層設置推進事業として６,１７８万３,８００円を支出しております。財源として、

国と県からの交付金５,４６４万６,０００円を充当しております。 

 ２０９ページをお願いします。 

 農業集落排水事業会計への繰出金として６,０５１万５,０００円、災害対応事業として

１,７４６万８,５４８円、台風１０号で発生した災害廃棄物の仮置場の管理委託９９６万

８,７７２円が主なものでございます。財源は、国の災害等廃棄物処理事業補助金８７０万

４,０００円を充当しております。 

 次に、２１１ページ、６目環境対策費です。花いっぱい運動事業に４２万３,５００円、自動

車騒音常時監視事業として１８８万１,０００円が主なものでございます。 

 続きまして、２１３ページをお願いします。 

 ４款２項１目清掃総務費です。ごみ減量対策事業に３２５万３,５８１円、財源としてみらい

ふるさと基金２５０万円を充当しています。ポイ捨て防止事業に２８２万８,９０６円、財源は

環境観光振興基金です。続いて、環境衛生センターの給与管理費として５,３２６万６,３３６円、

市内の全世帯に市の指定ごみ袋を２巻配布した物価高騰緊急対策事業として１,６９４万

２,６１８円を支出しております。 

 続きまして、２１５ページをお願いします。 

 ２目塵芥処理費です。塵芥処理事業として委託料が１億４,３５１万９３４円、大分市福宗清

掃センター等でのごみ処理負担金として１億４,３８６万３,０００円です。財源といたしまして、

みらいふるさと基金５,１５０万円を充当しています。 

 次に、新環境センター整備事業です。負担金として１億１,９１０万４３２円、廃棄物運搬中
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継施設整備事業で２,７６８万６,６２０円が主な支出でございます。 

 ２１７ページからが３目し尿処理費です。し尿処理事業３,８９６万５,４４２円と環境衛生セ

ンター管理事業１,８６６万３,６８４円で、主な使い道としては、汚水を処理するための薬剤費

やし尿の運搬、処理施設を稼働するための光熱水費が主なものでございます。 

 以上が一般会計でございます。 

 続きまして、農業集落排水事業特別会計を御説明いたします。 

 ４８３ページをお願いします。 

 歳入についてでございます。 

 １款１項１目農業集落排水負担金４４万円は、一般家庭１軒の新規加入金でございます。２款

１項１目使用料１,６４２万４,０９７円は、農業集落排水施設使用料でございます。 

 ４８５ページをお願いします。 

 下段の５款１項１目一般会計繰入金は６,０５１万５,０００円でございます。 

 ４８７ページをお願いします。 

 ５款２項１目基金繰入金は１,４２１万２,６１２円でございます。農業集落排水事業基金から

の繰入金は、主に施設の修繕費に充当しております。 

 ４８９ページをお願いします。 

 ８款１項２目公営企業会計適用債２,１６０万円は、本事業会計に地方公営企業法に定める財

務規定を適用するための移行支援業務に充当しております。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ４９１ページをお願いします。 

 １款１項１目一般管理費２,９７５万３,８３３円でございます。 

 ４９３ページをお願いします。 

 １款１項２目施設維持管理事業費３,６５２万６,７４３円でございます。下段の２款１項１目

元金４,５５０万８,３３９円を返還しております。 

 ４９５ページをお願いします。 

 ２款１項２目利子２９３万４,４０７円を返還しております。 

 以上で環境課の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 水道課長。 

○水道課長（平山 浩二君） 水道課長です。水道事業会計への繰入金、繰出金について詳細説明

を行います。 

 決算書２１９ページをお願いいたします。 

 中段になります。４款３項１目上水道施設費について、支出済額は１億７,１５８万
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１,０００円でございます。前年度と比較いたしまして、３,８２１万９,１３０円の減となって

おります。主な要因といたしましては、旧簡易水道事業減価償却相当分の減によるものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） ここで暫時休憩します。再開は１４時１５分といたします。 

午後２時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時15分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 次に、農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（藤川 恭司君） 農業委員会事務局長です。主な事業につきまして詳細説

明をいたします。 

 ２２１ページをお願いいたします。 

 ６款１項１目農業委員会費につきましては、報酬や委託料が主なものとなっており、１２節委

託料８３万２,７００円は、農地利用状況調査に係る調査資料作成業務の委託料となっておりま

す。この事業につきましては、県の農地利用最適化交付金のうち１５９万９,４１０円を充当し

ております。 

 次に、２２３ページをお願いします。 

 地域計画策定推進緊急対策事業の１２節委託料９２万４,０００円は、地域計画策定に係る目

標地図の素案作成業務の委託料となっております。この事業に対しましては、県の地域計画策定

緊急対策事業費補助金のうち９２万４,０００円を充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 農政課長。 

○農政課長（新田 祐介君） 農政課長です。主な事業につきまして詳細説明をいたします。 

 ２２７ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目農業振興費のうち、中山間地域等直接支払対策事業、１８節負担金、補助及び交

付金３億７,８１９万７,５０６円は、市内の９７の協定者、対象農地１,７２４ヘクタールに対

する交付金でございます。この事業に対しましては、県支出金の中山間地域等直接支払交付金

２億８,３６４万８,０４５円を充当しています。 

 次に、園芸施設整備事業、１８節負担金、補助及び交付金、園芸産地づくり支援事業費補助金

２,８０２万８,０００円は、産地拡大支援品目に対する施設整備等の補助金でございます。この

事業に対しましては、県支出金のおおいた園芸産地づくり支援事業費補助金２,１４８万
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５,０００円を充当しています。 

 次に、農業経営所得安定対策事業、１８節負担金、補助及び交付金１,４６２万４,６３０円に

つきましては、農業者の経営所得安定対策を行う由布市農業再生協議会への補助金となります。

この事業に対しましては、県支出金の経営所得安定対策事業費補助金１,１３８万３,６３０円を

充当しています。 

 次に、就農支援事業について、２２９ページをお願いいたします。 

 １８節負担金、補助及び交付金、新規就農者支援事業補助金２,０９６万３,５６９円は、就農

直後の経営確立を支援する資金の補助金でございます。この事業に対しましては、県支出金の新

規就農支援事業費補助金１,９９１万３,５６８円を充当しています。また、新規就農者負担軽減

対策事業補助金１４７万８,０００円は、認定新規就農者の就農開始後の所得を補塡する補助金

となっています。この事業に対しましては、県出資金の新規就農者負担軽減対策事業費補助金

７３万９,０００円を充当しています。 

 次に、２３３ページをお願いいたします。 

 物価高騰緊急対応事業、１８節負担金、補助及び交付金、飼料価格高騰緊急対応事業費助成金

１,７８１万６,０００円につきましては、飼料代の高騰が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため

の助成金でございます。この事業に対しましては、国庫支出金の物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金より１,７５３万円を充当しています。 

 次に、２３５ページをお願いいたします。 

 ６款１項４目畜産業費のうち畜産経営支援事業、１８節負担金、補助及び交付金、おおいた豊

後牛生産向上対策事業費補助金８４万円につきましては、大分牛の生産基盤を強化するため、繁

殖牛を増頭した生産者への補助金でございます。この事業に対しましては、県支出金の肉用牛生

産基盤拡大支援事業補助金より４２万円を受託しています。 

 また、物価高騰緊急対応事業、１８節負担金、補助及び交付金、小規模農家育成対策事業の

２００万円は、物価高騰の中でも規模拡大に取り組む意欲的な小規模農家に対する畜舎建設の補

助となっております。この事業に対しましては、国庫支出金の物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金より１８０万円を充当しています。 

 以上で農政課の詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 農林整備課長。 

○農林整備課長心得（秦野 一成君） 農林整備課長心得です。主な事業につきまして詳細説明を

いたします。 

 ２３１ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目農業振興費、中段の多面的機能支払交付金事業は、農地や農業用水路などの保全
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管理、農村環境の保全活動に取り組まれた３１組織への交付金が主なものとなっております。ま

た、財源として県交付金１億１,９０９万２,９８２円を充当しております。 

 次に、２３７ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目農地費の上段、市営基盤整備事業の１２節委託料は、水路改修事業やため池廃止

事業の測量調査費となっております。また、財源として県補助金７３０万４,０００円を充当し

ております。 

 次に、下段の県営基盤整備事業につきましては、１８節負担金、補助及び交付金の地元交付金

は、農地の基盤整備事業で集積率が高い地区に対して交付するものです。財源につきましては、

県補助金１,１２０万５,０００円を充当しております。 

 同じく、１８節県営基盤整備事業負担金につきましては、農地や農業用施設を整備した県営事

業に係る市の負担金になっております。財源につきましては、地元負担金を充当しております。 

 次に、２３９ページをお願いいたします。 

 ６款２項１目林業振興費、上段、鳥獣被害総合対策事業につきましては、イノシシ、鹿などの

捕獲報償金が主なものです。また、財源につきましては、県補助金２,１７３万２,０００円を充

当しております。中段、造林事業につきましては、１８節負担金、補助及び交付金の森林環境保

全直接支援事業補助金については、下刈りや造林を実施した事業体への補助金でございます。 

 ２３９ページ最下段から２４１ページをお願いいたします。 

 鳥獣被害防止特別対策事業につきましては、有害鳥獣の農作物被害防止を図るための防護柵設

置に係る補助金でございます。 

 ２４１ページの上段、未整備森林整備事業の主なものにつきましては、１２節委託料の林道台

帳作成業務や１４節工事請負費で、令和６年８月豪雨による未整備森林に至る林道の土砂撤去に

なっております。財源につきましては、森林環境譲与税を充当しております。 

 少し飛びまして、３４５ページから３４７ページの上段をお願いします。 

 １１款１項１目農業用施設災害復旧費です。３４５ページの現年度分、３４７ページの事故繰

分を合わせまして１６億３,０８５万９,３５３円は、耕地災害復旧事業に伴う令和６年８月豪雨

の査定設計書業務委託費、令和２年災から令和６年災の災害復旧工事費、また由布市の災害復旧

事業補助金、高津原水路県受託事業負担金が主なものです。財源につきましては、県補助金と地

元分担金を充当しております。 

 同じく３４７ページの下段、１１款１項２目の林業施設災害復旧費は、林道の災害復旧事業の

測量設計になっております。 

 以上で農林整備課の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（大塚  守君） 商工観光課長です。主な事業につきまして詳細説明をいたしま

す。 

 ２４７ページをお願いいたします。 

 ７款１項２目商工振興費です。商工振興活性化事業につきましては、１２節の就労機会促進事

業、ゆふマッチボックスに係る委託料、１８節の商工会補助金、中小企業者への設備投資等に対

する中小企業者利子補給補助金、創業・継業に対する支援を行う創業等支援事業費補助金が主な

ものでございます。 

 なお、本事業のうち、１２節の就労機会促進業務に国庫補助金、１８節の各種補助金にみらい

ふるさと基金を充当しております。 

 次に、物価高騰緊急対策事業につきましては、急速な物価高騰に対応するため、地元中小企業

者に向けた経営力強化事業、魅力ある職場づくり支援事業を実施した経費でございます。 

 ２４９ページ上段にありますように、事業に係る委託料と補助金が主なものです。歳入として、

国庫補助金を充当しております。 

 次に、２４９ページ下段、７款１項３目の観光費です。観光振興事業につきましては、観光プ

ロモーションマーケティング業務に係る委託料、また、２５１ページにあります１８節市内５つ

の観光協会及びまちづくり観光局への補助金、関係各種協議会等への負担金が主なものでござい

ます。 

 次に、２５３ページ、デスティネーションキャンペーン推進事業につきましては、ＤＣキャン

ペーンに係る経費として、スタンプラリーの実施や周遊バスツアーに対する委託料と、エリア別

魅力向上対策業務に係る各観光協会や関係団体への負担金が主なものとなっています。歳入とし

て、国庫補助金を充当しております。 

 以上で商工観光課の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 建設課長。 

○建設課長（衞藤  武君） 建設課長です。令和６年度の建設課に関わる歳入歳出決算の詳細説

明をします。 

 決算書の２５５ページをお願いいたします。 

 ８款１項１目土木総務費につきましては、市道等の管理に関わる経費及び測量調査や道路台帳

補正、道路管理システム使用に関わる費用と、また九州国道協会等の各種負担金が主なものでご

ざいます。 

 中段の急傾斜地崩壊対策事業につきましては、市営の急傾斜地崩壊対策事業としまして、挾間

町小野小倉野地区の測量設計費用と湯布院町川西中ノソノ地区の工事請負費、また大分県が事業

主体となる急傾斜地崩壊対策事業の市内５か所における工事負担金が主なものでございます。市
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営の急傾斜地崩壊対策事業につきましては、県補助金の市営急傾斜地対策事業補助金が充てられ

ております。 

 ２５７ページをお願いします。 

 ２段目の８款２項１目道路維持費の道路維持事業につきましては、道路維持に関わります測量

設計業務委託や修繕工事に関わる費用、また自治区によります市道の草刈り活動に対する交付金

が主なものでございます。 

 次に、２５９ページをお願いいたします。 

 ８款２項２目道路新設改良費でございます。国県道路整備促進事業につきましては、県道改良

事業に伴う県への工事等の負担金でございます。 

 次の道路整備事業で、市道の新設改良を進めております事業としましては、社会資本整備事業

（改良）、防衛調整交付金事業、辺地対策事業、過疎対策事業、２６１ページに移りまして、単

独事業が道路の新設改良事業になります。 

 次に、社会資本整備事業（補修）につきましては、市道の舗装・補修整備、また橋梁、トンネ

ル等の点検、補修に関わる費用でございます。これらの事業に対しましては、国庫補助金、社会

資本整備総合交付金が充てられております。 

 次に、下段、８款３項１目河川総務費につきましては、湯布院町若杉ダムの点検業務委託が主

なものでございます。 

 次に、２６７ページ下段をお願いします。 

 ８款５項１目住宅管理費、公営住宅管理事業につきましては、市営住宅３９か所５５１戸の維

持管理に要する費用が主なものでございます。一番下の一般住宅耐震化等助成事業でございます。

内容は２６９ページでございます。昭和５６年９月以前に建築された個人木造住宅の耐震診断

１２件、耐震改修２件、また危険ブロック等の除却４件に関わる補助金を交付したものでござい

ます。 

 続きまして、公営住宅整備促進事業につきましては、市営上小原住宅の外壁改修及び水洗化工

事の設計委託料と、空き室となった木造の市営若葉住宅２棟の解体事業費が主なものでございま

す。 

 次に、空家等対策事業は、老朽危険空き家除却補助金を３件交付しております。これらの事業

に対しましては、国庫補助金、住宅管理費補助金が充当されております。また、県補助金として

住宅管理費補助金が充当されております。 

 次に、飛びまして３４９ページをお願いいたします。 

 上段、１１款２項１目公共土木施設災害復旧費につきましては、令和５年梅雨前線等災害、令

和６年７月豪雨、８月の台風１０号による災害復旧事業でございます。この事業に対しましては、
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災害復旧国庫補助金、土木災害復旧費補助金が充当されております。 

 以上で建設課に関わる令和６年度歳入歳出決算の詳細を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（甲斐 裕一君） 都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（伊藤  学君） 都市景観推進課長です。主な事業につきまして詳細を説明

させていただきます。 

 ２６３ページをお願いいたします。 

 ８款４項１目の都市計画総務費の雨水対策事業、１４節工事請負費２５３万９,９００円につ

きましては、挾間地域における宅地造成等の開発に伴う雨水対策といたしまして、古野地区１か

所の排水路の改修を行ったものでございます。財源につきましては、分担金の土木費分担金、生

活環境整備事業を充当しております。 

 次に、２６５ページをお願いいたします。 

 下段の８款４項４目の公園費、都市公園等管理事業費１,０７５万３,９４１円につきましては、

市内の都市公園及び普通公園の維持管理業務委託等、遊具等の修繕が主なものでございます。財

源につきましては、公園使用料等を充当しております。 

 以上で都市景観推進課の詳細説明を終わります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（赤木 知人君） 防災危機管理課長です。詳細説明をいたします。 

 決算書２７７ページをお開きください。 

 ９款１項３目災害対策費の地域防災推進事業１８３万６,０２３円につきましては、１８節負

補交の自主防災組織資機材等整備補助金９０万円と自主防災組織活動交付金の４６万円が主なも

のとなります。自主防災組織活動交付金につきましては、昨年度１９団体に交付しております。 

 次に、災害対策費の１,６２７万５,６５２円につきましては、主なものとして、３節職員手当

等で、令和６年度中の災害対応に係る職員の時間外勤務手当と、１８節負補交の県防災航空隊を

はじめとする各防災関係の協議会への負担金というふうになっております。この事業に対しまし

ては、歳入、雑入のうち、全国市長会防災減災費用保険分１３９万８,８４３円を充当しており

ます。 

 次に、災害対策環境整備事業２,６５１万４５８円につきましては、１２節委託料、防災ハ

ザードマップの作成業務の１,０７８万円が主なものとなっており、歳入の国庫補助金、消防費

国庫補助金４１４万３,０００円と県補助金、消防費補助金３３１万７,０００円をハザードマッ

プ作成支援事業補助金として充当しております。 
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 次に、２７９ページを開きください。 

 災害対応事業３７８万９,０００円につきましては、１８節負補交の宅地被害復旧支援金

２６４万３,０００円と災害被災者住宅再建支援事業１１４万６,０００円が主になります。災害

被災者住宅再建支援事業に対しましては、県補助金、消防費補助金のうち、災害被災者住宅再建

支援事業補助金５７万３,０００円を充当しております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 消防長。 

○消防長（大嶋 陽一君） 消防長です。詳細説明をいたします。 

 ２６９ページをお願いいたします。 

 ９款１項１目常備消防費、事業名、常備消防費につきましては、１０節需用費や１１節役務費、

１２節委託料が主なもので、１０節需用費の主なものが被服等の消耗品費や庁舎の光熱水費、車

両の燃料費です。 

 ２７１ページをお願いいたします。 

 １１節役務費の主なものは、ネット回線の通信費や固定及び携帯の電話料です。１２節委託料

の主なものは、消防統計システム保守料です。 

 次に、消防職員教育研修事業につきましては、１８節負担金、補助及び交付金の県消防学校入

校費負担金が主なものです。 

 次に、消防資機材整備事業につきましては、２７３ページ、１７節備品購入費が主なもので、

救急医療用資機材の機械器具費です。再編関連訓練移転等の交付金１,１３５万８,０００円を充

当しております。また、消防用資機材の機械器具費につきましては、電源立地地域対策交付金

１１８万６,０００円を充当しております。 

 次に、消防広域化事業につきましては、１２節委託料が主なものです。大分消防司令センター

の共同運用開始に伴う司令台個別機器整備事業委託料です。 

 ２７５ページをお願いいたします。 

 ２目非常備消防費につきましては、主に消防団の関係でございます。非常備消防活動推進事業、

１節報酬は消防団に対するものでございます。１０節需用費は、消耗品費のうち新基準消防団活

動服が主なものであります。電源立地地域対策交付金３５０万円を充当しております。 

 次に、１４節工事請負費は、庄内龍原地区の防火水槽設置工事費です。１７節備品購入費につ

きましては、積載車２台、ポンプつき積載車１台、ポンプ１台の更新です。県補助金の石油貯蔵

施設立地対策交付金３２８万３,０００円を充当しております。 

 １８節負担金、補助及び交付金は、県消防補償等組合負担金や消防施設等整備補助金が主なも

のです。消防施設設備事業につきましては、車庫の建て替え工事や消防用ホースをはじめとする
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資機材の更新を行っております。１３の部に対して支出しております。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（安部 正徳君） 教育次長です。教育総務課所管の事業につきまして

詳細説明をいたします。 

 決算書２７９ページをお願いいたします。 

 １０款１項１目の教育委員会費ですが、教育委員４名分の報酬が主なものとなっております。 

 次に、２８１ページをお願いいたします。 

 まず、１０款１項２目の事務局費５,０６５万２,９６０円ですけれども、教育委員会部局の会

計年度任用職員の社会保険料、雇用保険料などの共済費が主なものとなっております。この事業

には、奨学資金貸付金利子や会計年度任用職員の雇用保険料の個人負担分収入などの雑入を充当

しております。 

 次に、情報環境整備事業ですけれども、電算の保守委託料、校務用パソコンなどの備品購入が

主なものとなっております。６年度は、１５６台の校務パソコンを購入しております。ここの事

業には、国の公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金３０万８,０００円と、みらいふるさ

と基金３,０００万円を充当しております。 

 次に、スクールバス運行事業ですが、スクールバスの運行業務委託料や児童送迎用のタクシー

の借り上げ料が主なものとなっております。ここには、中高生のスクールバス利用負担金収入

１４７万２,０００円とみらいふるさと基金４,０４０万円を充当しております。 

 続きまして、２８３ページをお願いいたします。 

 教育施設環境安全対策事業ですけれども、小中学校、幼稚園の施設清掃や消防設備点検など、

学校施設の環境安全対策に係る管理委託料が主なものとなっております。ここの事業には、学校

体育館の使用料の収入を充当しております。 

 次に、教育振興基本計画等推進事業ですけれども、毎年発行しております市の教育方針冊子の

印刷製本費が主なものとなっております。 

 次に、教育環境管理充実事業ですけれども、小中学校、幼稚園の机、椅子の備品購入費や複合

機使用料、ごみ収集業務委託料などが主なものとなっております。 

 ちょっと飛びまして、２９３ページをお願いいたします。 

 １０款２項１目小学校施設管理事業ですけれども、ここは、小学校の修繕、浄化槽清掃や電気

工作物点検の委託料、あと６年度につきましては、西庄内小学校体育館の大規模改造工事などの

施設改修工事が主なものとなっております。ここには、市債４,４２０万円と、あと国の学校施

設環境改善交付金２２３万４,０００円、また、小学校に設置されています太陽光発電の売電料
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やおおつる交流センターの電気代収入、また谷幼稚園の園舎貸付料収入等が充当されております。 

 次に、３０３ページをお願いいたします。 

 １０款２項４目小学校施設整備事業ですけれども、挾間小学校の増築工事の前払い金、そして

敷地の造成工事費などが主なものとなっております。また、５年度の繰越分で挾間小学校の増築

に係る実施設計業務等を行っております。そして、ここでは、挾間小学校増築の工事管理委託料

１,４９３万３,０００円と工事請負費５億９,４６５万２,０００円を７年度に繰り越しておりま

す。国の公立学校施設整備事業補助金３,５９９万３,０００円と学校施設環境改善交付金

１,３９９万７,０００円、また市債、現年分、繰越し分を合わせまして３億１,８００万円を充

当しております。 

 次に、１０款３項１目中学校施設管理事業ですけれども、ここは小学校の施設管理事業と同様

に、中学校の修繕、浄化槽清掃や電気工作物点検などの委託料のほか、６年度につきましては、

挾間中学校の職員室の拡張工事などの施設改修工事が主なものとなっております。また、５年度

の繰越し分で挾間中学校のプール改修工事を行っております。ここの事業には、中学校に設置さ

れております太陽光発電の売電料、そして、あと市債として２,０６０万円を充当しております。 

 次に、３０９ページをお願いいたします。 

 １０款３項４目中学校施設整備事業ですけれども、挾間中学校のプレハブ校舎増築工事に係る

基本設計業務委託料となっております。 

 続きまして、３１１ページをお願いいたします。 

 １０款４項１目幼稚園施設管理事業ですけれども、これも小中学校の施設管理事業と同様に、

施設の修繕、浄化槽清掃などのほか、６年度につきましては、旧阿蘇野幼稚園の園舎解体、そし

て由布院幼稚園の遊戯室の解体工事などの施設改修工事が主なものとなっております。この事業

には市債５４０万円を充当しております。 

 ちょっと飛びまして、３４９ページをお願いします。 

 １１款３項１目公立学校施設災害復旧費ですけれども、昨年の台風１０号で被災した由布院幼

稚園と川西小学校の災害復旧工事となっております。 

 以上で教育総務課の詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（岩田 正明君） 学校教育課長です。詳細説明をいたします。 

 ２８５ページをお願いいたします。 

 １０款１項３目の教育指導費につきましては、学校教育課配置の事務補助員の報酬が主なもの

でございます。 

 次に、地域と協働する学校づくり推進事業は、指導主事の報酬、由布市教育研究協議会の運営
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に係る費用が主なものでございます。 

 ２８７ページをお願いいたします。 

 学力向上推進事業は、複式学級を解消するために配置した担任の報酬、小中学校の学力調査の

実施に係る費用、タブレット端末を利用して児童生徒が学習を進めるＡＩドリルが主なものでご

ざいます。このうち消耗品費については、小学校の教科書改訂に伴い、教科用図書の購入費用と

して令和６年度特に支出をしたものでございます。 

 次に、学校職場環境づくり推進事業は、小中学校校務員やスクールサポートスタッフの報酬、

教職員の健康診断の委託料、小中学校の校務支援システム使用に係る費用が主なものでございま

す。スクールサポートスタッフ補助金９７８万４,０００円を充当しております。 

 次に、豊かな心の育成推進事業は、小中学校図書司書の報酬、学級満足度調査に係る費用が主

なものでございます。 

 ２８９ページをお願いいたします。 

 健やかな体の育成推進事業は、中学校部活動指導員の報酬、部活動地域移行に係る謝金、園児、

児童生徒の災害共済保険料、児童生徒の心臓検診や尿検査の委託料、フッ化物洗口の実施に係る

費用が主なものでございます。このうち、部活動指導員補助金１８１万１,１３３円、部活動総

括コーディネーター補助金１０９万２,０００円を充当しております。 

 次に、特別支援教育充実事業は、小中学校の特別支援員の報酬が主なものでございます。 

 次に、教育相談体制充実事業は、スクールソーシャルワーカーや登校支援員、適応指導教室コ

スモスの指導員の報酬、コスモス運営に係る費用が主なものでございます。スクールソーシャル

ワーカー活用事業補助金２６４万４,９９２円及び登校支援員補助金７６万９,０００円を充当し

ております。 

 ２９１ページをお願いいたします。 

 １０款１項４目の中高一貫教育推進費の人材育成教育推進事業は、小学校のＡＬＴの報酬、中

学校のＡＬＴの委託料、由布高校生の通学費補助金や資格検定補助金が主なものでございます。 

 次に、２９３ページをお願いします。 

 １０款２項２目の学校管理費は、小学校１０校の光熱水費等運営管理費に係るものでございま

す。各学校並びに学校支援センターの内訳が備考に記載されております。 

 ３０１ページをお願いいたします。 

 １０款２項３目の教育振興費、小学校についてですが、小学生の就学援助費及び特別支援教育

就学奨励費です。特別支援教育就学奨励費補助金１４０万９,０００円を充当しております。由

布川小学校振興事業から小学校支援センター振興事業までにつきましては、各小学校の図書、教

材備品等の購入費となっております。 
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 ３０５ページをお願いいたします。 

 １０款３項２目の学校管理費についてです。中学校３校の光熱水費等運営管理費に係るもので

ございます。学校ごとに内訳が備考に記載されています。 

 ３０９ページをお願いいたします。 

 １０款３項３目教育振興費の教育振興費、中学校についてですが、中学生の就学援助費及び特

別支援教育就学奨励費です。特別支援教育就学奨励費６８万円を充当しております。挾間中学校

振興事業から湯布院中学校振興事業まで、各中学校の図書、教材、備品等の購入費となっており

ます。 

 ３１１ページをお願いいたします。 

 １０款４項１目の幼稚園総務費の幼児教育充実事業についてです。幼稚園の臨時講師等の報酬

が主なものでございます。 

 ３１３ページをお願いいたします。 

 幼稚園管理費についてです。各幼稚園の光熱水費等の運営管理に係るものでございます。幼稚

園ごとの内訳は備考に記載しております。 

 ３１５ページをお願いいたします。 

 １０款５項１目の学校給食費の学校給食センター管理事業についてです。学校給食センター運

営管理の経費となっております。 

 ３１７ページをお願いいたします。 

 学校給食センター改修事業についてです。学校給食センター内で使用する機械等の工事請負費、

備品購入に係る費用が主なものでございます。このうち工事請負費、備品購入費に対しては、ふ

るさと納税より１,５００万円を充当しております。 

 次に、物価高騰緊急対応事業についてです。学校給食の食材高騰対策に係る費用が主なもので

ございます。この事業に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金２,１００万円を充

当しております。 

 以上で学校教育課の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（吉倉 芳恵君） 社会教育課長です。主な事業につきまして詳細説明をいたしま

す。 

 ３１９ページをお願いいたします。 

 １０款６項１目社会教育総務費の生涯学習振興事業につきましては、社会教育委員の報酬、生

涯学習振興大会に係る経費が主なものでございます。 

 次の協育支援対策事業は、子ども会育成協議会補助金や青少年健全育成市民会議補助金が主な
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ものでございます。 

 次の地域協育推進事業は、社会教育講座の講師謝金、地域人材ボランティアの謝金、放課後子

ども教室の運営委託料が主なものでございます。この事業に対して県補助金を充当しています。 

 次の社会教育活動推進事業につきましては、二十歳のつどいに係る記念品代や自治公民館活動

補助金、自治公民館等整備補助金が主なものでございます。活動補助金９５館、整備補助金６館

に補助金の交付をしております。 

 ３２１ページをお開きください。 

 ２目公民館費でございます。公民館連携事業につきましては、５館の公民館の会計年度任用職

員５名分の報酬と、各公民館の修繕費に関わるものが主なものでございます。 

 ３２３ページをお願いいたします。 

 挾間公民館事業、庄内公民館事業、湯布院公民館事業につきましては、３つの公民館に係る施

設管理や主催事業に係る経費となっており、それぞれの公民館事業に対して、歳入の使用料と雑

入の一部を充当しています。それとは別に、挾間公民館事業に対して、歳入のトレーニングルー

ム使用料２,６０５,９７０円とネーミングライツ収入５０万円を充当しております。庄内公民館

事業に対しては、旧庄内公民館貸付収入４８万円を充当しています。 

 次に、３２７ページをお願いいたします。 

 体験活動事業につきましては、わんぱくサマーチャレンジや青少年リーダー育成に係る経費で

ございます。 

 次に、３２７ページ、川西公民館事業、湯平公民館事業につきましては、２つの公民館に係る

施設管理や主催事業に係る経費でございます。それぞれの公民館事業に対して、歳入の使用料と

雑入の一部を充当しております。 

 次に、３２９ページ、社会教育施設整備事業につきましては、川西地区公民館屋上防水改修工

事に係る経費でございます。 

 次に、３３１ページをお願いいたします。 

 ３目図書館費の図書館事業につきましては、図書館司書１１名分の報酬や図書購入費などが主

なものでございます。このうち図書購入費に対して、歳入のネーミングライツ収入１００万円を

充当しております。 

 次に、３３３ページをお願いいたします。 

 ４目文化財保護費の文化財保存継承推進事業につきましては、文化財調査委員の報酬や旧日野

医院の維持管理に係る経費が主なものでございます。雑入の一部を充当しております。文化振興

事業につきましては、後藤楢根記念事業や文化振興に関わる補助金などが主なものでございます。

雑入の一部を充当しております。 
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 次に、３３５ページです。 

 ５目交流体験施設維持管理事業につきましては、庄内ゆうゆう館の施設維持管理に係る経費が

主なものでございます。歳入の使用料と雑入の一部を充当しています。 

 ３３７ページをお願いいたします。 

 ６目歴史民族資料館費の歴史民族資料館維持管理事業につきましては、歴史民族資料館の維持

管理に要する経費が主なものでございます。雑入の一部を充当しております。 

 以上で社会教育課の決算詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（松本 知行君） スポーツ振興課長です。詳細説明をいたします 

 ３３７ページをお願いいたします。 

 下段の保健体育総務費につきましては、スポーツ推進委員や会計年度任用職員の報酬が主な経

費となっております。 

 次に、３３９ページをお願いいたします。 

 スポーツ大会交流事業につきましては、ゆふいんＳＰＡ健康リレーマラソン大会の補助金が主

な経費となっております。同ページ、競技スポーツ振興事業につきましては、各スポーツ団体に

対する補助金やスポーツ合宿誘致推進協議会への負担金が主な経費となっております。 

 次に、３４１ページをお願いいたします。 

 下段の１０款７項２目のスポーツ施設管理事業から３４３ページのＢ＆Ｇ海洋センター施設管

理事業及びスポーツセンター施設管理事業につきましては、それぞれの施設の維持管理に係る経

費となっておりまして、歳入の使用料をそれぞれのスポーツ施設に充当しているところでござい

ます。 

 次に、３４５ページをお願いいたします。 

 上段のスポーツ施設整備事業につきましては、挾間Ｂ＆Ｇ海洋センターのトイレの洋式化等の

改修工事に係る経費となっております。 

 次に、３５１ページをお願いいたします。 

 上段の１１款３項３目の体育施設災害復旧費につきましては、令和６年８月に発生した台風に

より被災した庄内総合運動公園北側のり面の改修工事が主な経費となっております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、認定第２号について詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（平山 浩二君） 水道課長です。認定第２号、令和６年度由布市水道事業会計収支決

算の認定について詳細説明を行います。 

 地方公営企業法第３０条の規定により、令和６年度由布市水道事業会計収支決算の認定につい
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て、監査委員の意見を付して議会の認定を求める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 １ページ目をお開きください。 

 水道事業決算報告書でございます。なお、消費税及び地方消費税を含んだ数値となっておりま

す。 

 最初に、収益的収入及び支出でございますが、こちらは経営状況を表す損益取引全ての収益及

び費用を計上したものでございます。 

 上段の表は、収益的収入の表でございます。第１款水道事業収益、決算額９億４,１７５万

８２４円でございます。 

 １項営業収益ですが、６億７,６８１万８,１５９円、前年度と比較いたしまして消費税抜きの

金額で４,７６６万５５２円の増となっております。主な要因といたしましては、水道料金の増

によるものでございます。 

 次に、２項営業外収益です。２億６,４７６万１,９０５円、前年度と比較いたしまして

４,１６２万７,４５４円の減となっております。その主な要因といたしましては、旧簡易水道事

業減価消却費相当分の減によるものでございます。 

 次に、３項特別利益については１７万７６０円でございます。内容といたしましては、過年度

損益修正益によるものでございます。 

 続きまして、下段の表、収益的支出でございます。第２款水道事業費用決算額７億

７,３２３万１,７３５円でございます。第１項営業費用でございますが、７億３,８３０万

１,９９１円で、消費税抜きの金額で前年度と比較いたしまして、１,９６３万５８６円の減とな

っております。その主な要因といたしましては、挾間地域の水利権更新業務委託、減水弁分解整

備業務、由布市全域の衛星画像漏水判定箇所現地調査業務委託、インボイス制度開始や水道料金

改定に伴う料金システムの改修、水道ビジョン及び経営戦略見直し業務、事業統合に伴う変更認

可申請等の委託業務の終了による委託料の減によるものでございます。 

 次に、第２項営業外費用です。３,４６６万９,９４４円、前年度と比較いたしまして１３４万

９,６４８円の減でございます。主な要因といたしましては、雑支出の減によるものでございま

す。 

 次に、第３項特別損失について、２５万９,８００円です。主なものといたしましては、漏水

等による過年度水道料金還付金になります。 

 次に、２ページ目をお願いいたします。 

 資本的収入及び支出です。こちらは、建設改良に伴う借入金である企業債や施設管路更新工事

の工事改良等に施設の増減に係る収入支出を計上したものでございます。 
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 上段の表、収入、第３款資本的収入、決算額７億４,０９９万８,６００円、前年度と比較いた

しまして２億６,８１２万７,６６１円の増となっております。その主な要因といたしましては、

道路改良に伴う排水管工事等に伴う企業債の増によるものでございます。 

 下段の表、支出、第４款資本的支出、決算額１０億６,２９８万１,７４０円です。前年度と比

較いたしまして２億６,２７９万３,８２９円の増となっております。主な要因といたしましては、

建設改良費の増によるものでございます。 

 収入が支出額に対して不足する補塡につきましては、下段の欄外に記載しています資本的収入

額が資本的支出額に対して不足する額３億２,１９８万３,１４０円は、減債積立金１億

３,０００万円、過年度分損益勘定留保資金１億２,６３０万９,７９０円、消費税及び地方消費

税、資本的収支調整額６,５６７万３,３５０円で補塡をいたしております。 

 続きまして、３ページ目の損益計算書を御覧ください。 

 こちらは、令和６年度の水道事業の経営状況を示すものでございます。こちらの金額につきま

しては、消費税抜きの金額でございます。 

 左側の２、営業費用の一番下、営業損失９,７９８万３,４９５円と右側の４、営業外費用の上

から５行目、営業外利益２億７５万２,６４７円を差し引いた額が、営業外利益の１段下、経常

利益１億２７６万９,１５２円となっております。 

 この経常利益に、５特別利益と６特別損失を合算した下から４行目、当年度純利益は１億

２６８万８,２１０円となり、令和５年度に引き続き黒字決算となっておりますが、左下から

４行目、３営業外収益（２）他会計補助金１億２,５３０万７,０００円が一般会計から繰り出さ

れていることを付け加えさせていただきます。 

 当年度純利益に前年度繰越利益剰余金とその他未処分利益剰余金を含めた当年度未処分利益剰

余金は、３億１,６５９万３,４５６円となっております。 

 次に、４ページから７ページにつきましては、貸借対照表及び剰余金計算書になっております。 

 ４ページをお開きください。 

 こちらは貸借対象表でございます。 

 こちらは、令和７年３月３１日現在の資産と負債、資本の状態を示すものでございます。右側、

上から９行目、資産の合計８８億１,３９０万６,５２１円と、５ページ目、一番下の行、負債、

資本の合計が一致しております。 

 ６ページ目をお願いします。 

 剰余金計算書につきましては、５ページの資本の部の数字の一覧となっております。 

 ７ページは、令和６年度水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。先ほど、３ページの

令和６年度水道事業損益計算書末尾の当年度未処分利益剰余金３億１,６５９万３,４５６円につ
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いて、減債積立金として１億３,０００万円を積立処分をします。この処分を行うことで、収益

的収支で発生した黒字を次年度以降、資本的収支の不足分の財源にすることができます。使用目

的は、今後発生する予定の企業債償還の財源に使用いたします。 

 未処分利益剰余金の処分後残高１億８,６５９万３,４５６円を繰越利益剰余金として処理いた

します。 

 ８ページ目は、重要な会計方針を記載したものでございます。 

 ９ページから１３ページは、事業報告書になります。 

 続きまして、１４ページを御覧ください。 

 キャッシュ・フロー計算書になっております。キャッシュ・フロー計算書は、現金の変動に関

する情報を示したものでございます。一番下の資金期末残高が６億６,８７８万３,８８９円でご

ざいます。昨年に比べ、現金が８,７０３万３,９７０円の増加をしております。この資金期末残

高は、４ページの貸借対照表右側の上から２行目、２流動資産、（１）現金、預金と合致をして

おります。 

 続きまして、１５ページから２６ページにつきましては、収益的収入及び支出の明細書でござ

います。 

 ２７ページから３１ページ目は、資本的収入及び支出の明細書でございます。 

 ３２ページから４２ページにつきましては、固定資産の明細書及び企業債の明細書でございま

す。 

 ４３ページ目は、基金運用状況調書でございます。 

 それぞれ御一覧をお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、ただいま詳細説明がありました認定第１号及び認定第２号の審査

結果について、代表監査委員の報告を求めます。大塚代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君） 代表監査委員の大塚です。それでは、認定第１号、令和６年度

由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定について、並びに認定第２号、令和６年度由

布市水道事業会計収支決算の認定についての審査結果を御報告いたします。 

 最初に、地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により、令和７年６月

２３日に市長から依頼されました、令和６年度由布市一般会計、特別会計の歳入歳出決算と基金

の運用状況についての審査結果を報告いたします。 

 審査では、各会計の歳入歳出決算書や基金の運用状況調書の計数が各所管課の保管する帳簿と

合致しているかの確認をいたしました。また、予算の執行状況など決算の詳細について、関係職

員からの聞き取りを行いました。 



- 71 - 

 審査の結果、令和６年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算とその附属書類は、関係法令に準

拠して作成されていました。表示されている計数も関係する帳票や証拠書類と合致しており、適

正、妥当であると認められました。また、各会計の歳入歳出予算も適正に執行されていると認め

られました。 

 令和６年度の決算は、一般会計と特別会計を合わせた歳入決算額が３３５億９,０７８万

２,０００円、歳出決算額が３２３億８,６７８万４,０００円と、前年度に比べて歳入は１６億

１,９９５万１,０００円、５.１％の増加、歳出も１４億６,９６７万４,０００円、４.８％の増

加となりました。財政力指数は０.４２３で、前年に比べて０.０１３ポイント上昇しております。

また、経常収支比率については９６.２％と、前年度に比べて０.４ポイント低下しております。

一般会計の市債の発行残高は２０７億４,２０９万円と、前年度に比べて３億４,９０７万

５,０００円、１.７％減少しています。基金の現在高は、みらいふるさと基金の繰入れなどによ

り１,７８０万８,０００円増加しております。 

 決算審査意見書５０ページからの「むすび」では、今回の審査における所見を述べています。

補助金などや未収金対策、また施設の将来的な方向性などについて取組を求めております。 

 本市が合併して２０周年を迎えますが、新たな問題や課題が懸念されます。予算の執行に当た

っては、自主財源の確保や経費の節減を図り、最小の費用で最大の効果を上げるよう最善を尽く

すとともに、会計年度独立の原則を遵守し、適切かつ計画的な執行を図られたいと思います。 

 また、１０年後、２０年後の未来を見据えた持続可能な行財政運営の構築に努めることを望み

ます。 

 続きまして、由布市水道事業会計決算審査の結果を御報告いたします。 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により、令和７年５月２９日に市長から由布市水道事業

会計の審査の依頼がありました。 

 審査では、水道事業会計決算書とその附属書類などが地方公営企業法やその他関係法令に基づ

いて作成されているかを確認いたしました。また、事業の経営成績や財政状態を適正に表示して

いるかを検証し、経営内容も把握するために計数の分析も行いました。さらに、予算の執行状況

や未収金対策が適切に行われているかなど、決算の詳細について関係職員からの聞き取りを行い

ました。 

 審査の結果、審査に付された決算報告書、財務諸表は、地方公営企業関係法令に準拠して作成

されており、会計帳簿や証拠書類とも合致しており、適正と認められました。 

 水道事業会計の決算を総括いたしますと、まず給水状況につきましては、年間配水量に対する

年間有収水量、その割合を示す有収率は７２.２％で、前年に比べ０.５ポイント上昇しています。

有収率向上に向けた効果的な対策を引き続き行う必要があると考えます。 
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 次に、供給単価と給水原価についてですが、その差、つまり１立方メートル当たりの供給収益

はマイナス１７.５０円と、前年度より１６.０３円減少しています。令和６年１月から水道料金

の改定等により差が縮小したものであります。逆転現象の解消に向けて取り組まれておりますが、

依然として、水を供給すればするほど赤字が拡大する状況は続いております。令和６年度決算に

ついて、これまでと同様に厳しい経営状況であり、一般会計からの繰入金によって経営を維持で

きている状況であります。より一層の経営努力を図られたいと考えます。 

 とりわけ、昨今の物価高騰の影響により経費が増加傾向であり、老朽化した管路等の更新も今

後見込まれます。地方公営企業は、経営に必要な費用を経営に伴う収益で賄う独立採算制が原則

であることから、受益者負担の原則や財源確保の点から、水道料金のさらなる改定により安定し

た企業経営を図られたいと思います。 

 以上で令和６年度の一般会計、特別会計、水道事業会計の決算報告といたします。 

○議長（甲斐 裕一君） ここで暫時休憩します。再開は１５時３０分といたします。 

午後３時21分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時30分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 次に、承認第６号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。承認第６号について詳細説明をいたします。 

 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度由布市一般会計補正予算（第３号）に

ついて別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 裏面の専決処分書を御覧ください。 

 特に緊急を要するため、令和７年８月１２日付で専決処分を行っています。 

 では、一般会計補正予算をお願いいたします。 

 令和７年度由布市一般会計補正予算（第３号）。 

 令和７年度由布市の一般会計補正予算（第３号）は、次の定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,１３６万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２６２億４,２８９万７,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年８月１２日専決、由布市長。 
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 １ページから、第１表歳入歳出予算補正です。歳入歳出の款項ごとに補正額を計上しておりま

す。 

 ３ページからは、補正予算事項別明細書となっています。 

 ５ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、２０款１項１目２節の基金繰入金９,１３６万８,０００円は、本補正の

収支の均衡を図るため、財政調整基金からの繰入れを増額しています。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、令和７年８月１０日からの大雨による災害復旧に向けた災害復旧事業費

及び国の物価高騰対策に伴う定額減税補足給付事業になります。 

 ２項１目税務総務費の区分１、物価高騰緊急対応事業（定額減税）の定額減税補足給付金は、

給付見込額が確定したことから、速やかに給付を行うため追加計上をしております。 

 なお、財源は一般財源としておりますが、国庫補助金が確定次第、全額充当する予定としてお

ります。 

 １１款１項１目、区分１、農業用施設災害復旧費は、農地や施設など農業施設災害復旧の査定

に向けた測量設計業務委託料を計上しております。 

 １１款２項１目、区分１、公共土木施設災害復旧費については、市道竜王平芝尾線の公共土木

災害復旧の査定に向けた測量設計業務委託料となっております。 

 詳細説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第７６号について詳細説明を求めます。教育次長。 

○教育次長兼教育総務課長（安部 正徳君） 教育次長です。議案第７６号につきまして詳細説明

をいたします。 

 議案第７６号、財産の取得について。 

 次のとおり財産を取得することについて、由布市有財産条例第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 取得する財産は、小中学校で使用するタブレット端末３,１００台でございます。これは、令

和２年度に第１期ＧＩＧＡスクール構想で整備したタブレット端末の更新によるものになります。

今回の第２期ＧＩＧＡスクール構想におけるこのタブレット端末の更新整備におきましては、都

道府県単位での共同調達が原則となっているため、取得の方法につきましては、県が設置した大

分県ＩＣＴ連絡協議会というところが一般競争入札を行い、その落札者と由布市が随意契約によ

る物品購入の仮契約を締結しております。 

 取得金額は、消費税を含む１億９,１９８万３,０００円でございます。 
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 取得の相手方は、大分市東春日町１７番５７号、株式会社オーイーシーです。 

 議案の裏面以降に仮契約書、仕様書及び入札結果一覧表を添付しておりますので、御確認いた

だきますようお願いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第７７号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。議案７７号につきまして詳細説明をいたします。 

 議案第７７号、工事請負契約の締結について。 

 次のとおり請負契約を締結することについて、由布市議会の議決に付すべき契約及び特に重要

な公の施設の廃止に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 入札の方法は、要件設定型一般競争入札で行っております。 

 契約の目的につきましては、由布市庄内地域若者定住住宅地造成工事となります。 

 これは、庄内地域の定住人口の増加、地域の活性化、子育て世代定住移住の支援を図ることを

目的とした若者定住分譲住宅地を整備する事業となります。 

 契約の金額は、消費税を含む２億２,８２５万２２円でございます。 

 契約の相手方は、由布市挾間町高崎１５２番地４、株式会社小畑組となっております。 

 議案の裏面以降、仮契約書及び入札結果の一覧表を添付しておりますので、御参照いただきま

すようお願いいたします。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第７８号について詳細説明を求めます。社会教育課長。 

○社会教育課長（吉倉 芳恵君） 社会教育課長です。議案第７８号について詳細説明いたします。 

 議案第７８号、由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等条例の廃止について。 

 由布市湯布院町域における集会所及び自治公民館施設等の条例を廃止する条例を別記のように

定める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 現在、本議案の対象となる集会所及び自治公民館は２２施設あり、自治区と指定管理協定を締

結し、建物を維持管理していただいております。このことについて、庄内挾間地域は自治区で建

物を維持管理していることから、指定管理選定委員会や教育民生常任委員会の委員会報告等で、

住民サービスの公平化を図る必要があると指摘されておりました。令和３年度から、対象となる

自治委員や自治区の総会において、建物を無償で譲渡した後の管理運営について、丁寧に説明を

行いながら御理解をいただき、２２自治区全てに同意をいただくことができました。 

 建物の改修や修繕につきましては、これまでと同様に由布市自治公民館等整備補助金交付規則

を活用していただき、また、建物を無償で譲渡し市の財産でなくなることで、自治区の柔軟な施
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設利用が可能となり、自治区の実情に合わせた有効的な活用を図ることができます。 

 以上のことから、本条例を廃止するものであります。 

 また、譲渡の時期といたしましては、指定管理協定が令和８年３月３１日で終了することから、

令和８年４月１日としています。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第７９号から議案第８１号まで続けて詳細説明を求めます。

総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） 総務課長です。議案第７９号から８１号まで続けて詳細説明をいた

します。 

 まず、議案第７９号について詳細説明をいたします。 

 議案第７９号、由布市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 

 由布市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２ページにまたがり改正の条文を記載しております。 

 本条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、育児を

行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、国家公務員に準じ、部分休業制度

の拡充を行うものが主な改正内容でございます。 

 具体的な改正内容の主なものは、部分休業について、国と同様に勤務時間の始めまたは終わり

に限り取得可能とする取扱いに加え、育児休業法の改正により新設される取得パターンの請求可

能時間の上限を勤務日１０日相当の時間とする改正を行うものであります。 

 また、次のページには、部分休業の対象となる非常勤職員が養育する子の年齢について、３歳

に達するまでを小学校就学の始期に達するまでとする改正がなされております。 

 なお、施行日につきましては、令和７年１０月１日としております。 

 次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、御参照を願います。 

 続きまして、議案第８０号について詳細説明をいたします。 

 議案第８０号、由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

 由布市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページをお願いいたします。 

 子育てや介護と仕事の両立を支援するために、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための
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措置を行うことによるもので、具体的な改正内容は、国と同様に妊娠または出産等についての申

出をした職員や３歳未満の子を養育する職員に対する両立支援制度等に関する情報提供、制度の

利用に係る意向確認等の措置を行うことを規定するものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 施行日は、令和７年１０月１日としております。 

 また、次のページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただければと思います。 

 次に、議案第８１号について詳細説明をいたします。 

 議案第８１号、由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。 

 由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 次のページ以降、６ページにわたる一部改正の内容につきましては、地方公共団体情報システ

ム標準化に対応するための地方自治法第２４５条の４第１項に基づくデジタル庁からの技術的助

言に基づき、行政手続における特定の番号を識別するための番号の利用等に関する法律において

定める個人番号の独自利用を行う事務等について、住登外者の宛名番号を一意の宛名番号により

住登外者のマイナンバーに係る情報を管理し、住登外者宛名情報の利用及び提供を行うため、本

条例において所要の改正を行うものであります。 

 また、併せて、由布市重度心身障がい者医療費の支給に関する事務において、マイナンバー保

険証の普及に伴う公的医療保険の資格等の庁内同一機関内連携を追加する所要の改正を行うこと

が主な改正内容となっております。 

 施行日につきましては、交付の日から施行することとなっております。 

 改正内容の情報を示したページの後に新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただけれ

ばと思います。 

 詳細説明は以上でございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８２号について詳細説明を求めます。環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） 環境課長心得です。 

 議案第８２号について詳細説明いたします。 

 議案第８２号、由布市営火葬場条例の一部を改正する条例について。 

 由布市営火葬場条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 現在、合併前に挾間町と大分市との間で締結された協定に基づき、挾間町に住民票を有する方
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は大分市の火葬場を大分市民と同様の使用料で利用できています。しかしながら、令和７年

１０月より、大分市の使用料がこれまでの５,０００円から１万円へと改定されることとなり、

由布市の火葬料金５,０００円よりも高額となるため、これまで大分市の火葬場を利用していた

挾間町分の火葬年間約１２０件分が庄内の雲浄苑火葬場を選択されることが想定されます。 

 雲浄苑は建設から３０年以上が経過しており、施設の老朽化に伴い修繕費も年々増加している

中、火葬件数の増加によって運営上の支障が生じる可能性があります。そこで、大分市の改定額

や近隣市町村との料金水準等を総合的に勘案し、今後も安定的な運営を継続していくため、火葬

場の使用料を改定するものでございます。 

 ３ページの新旧対照表を御覧ください。 

 火葬の種別及び住所に応じた使用料について、表記のとおり改正いたします。改正後の使用料

は、大分市の新たな使用料と同額となっております。 

 なお、令和８年１月１日を施行日としております。 

 詳細説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８３号について詳細説明を求めます。社会教育課長。 

○社会教育課長（吉倉 芳恵君） 社会教育課長です。議案第８３号について詳細説明をいたしま

す。 

 議案第８３号、由布市公民館条例の一部改正について。 

 由布市公民館条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 本議案は、湯布院公民館ラックホールに新しくコンサート用グランドピアノが設置されたこと

によるピアノ及び音響反射板の使用を定めるものです。 

 使用料の算定については、由布市挾間健康文化センター、はさま未来館のピアノ及び音響反射

板を基に使用料を算定し、施設間で不公平が出ないように算出いたしました。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８４号について詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。議案第８４号について

詳細説明をいたします。 

 議案第８４号、豊後大野市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議につ

いて。 

 地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、次のとおり豊後大野市の公の施設を由布市

の住民の利用に供させることに関し協議することについて、同条第３項の規定により、議会の議

決を求める。 
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 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 本議案は、大分都市広域圏において圏域全体の生活関連機能サービスの向上を目指す中で、基

本連携項目として公共施設の相互利用の促進を掲げ、圏域内の体育・文化施設等の相互利用を図

り、圏域内の住民の利便性向上につなげていくための協議調整を行うとともに、相互利用を促進

する公共施設案内予約システムの共同利用を行っており、これまでの社会教育施設等での運用に

加え、今般、新たに豊後大野市が設置する豊後大野市多機能型武道場の相互利用について協議が

整ったことから、大分都市広域圏における７市１町間での協議内容を踏まえ、本市の住民の利用

に供させるため、地方自治法第２４４条の３第２項に基づく協議について、議会の議決を求める

ものでございます。 

 利用方法につきましては、当該施設の条例、規則に定めた方法によることとし、利用に係る経

費につきましては、施設の所在する豊後大野市が負担することとなっております。 

 以上で詳細説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８５号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。議案第８５号について詳細説明をいたします。 

 議案第８５号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第４号）。 

 令和７年度由布市の一般会計補正予算（第４号）は、次の定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３,２９６万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６３億７,５８６万１,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 第３条、債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 第４条、地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。２ページにかけて、歳入歳出、款項ごとの補正額を計上して

おります。 

 ３ページをお願いします。 

 第２表、繰越明許費補正です。１件の追加をお願いしております。畜産経営支援事業について、

事業主体である県において年度内完了が困難になったことによるものになります。 

 ４ページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為補正です。１件の追加をお願いしております。一般廃棄物収集運搬業務
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委託について、令和８年度から令和１２年度までの５年間における限度額１０億８,５６６万

１,０００円の債務負担行為を設定するものでございます。 

 ５ページをお願いします。 

 第４表、地方債補正です。湯平温泉振興推進事業債のほか６件の変更をお願いしておりまして、

地方債の補正額限度額合計は１０億６,１００万円となります。 

 ６ページから、補正予算事項別明細書となります。 

 ９ページをお願いします。 

 歳入でございますが、まず、１１款１項１目地方特例交付金及び１２款１項１目地方交付税は、

交付額の確定に伴う補正でございます。１６款２項１目２節の総務費補助金の物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金は、国から一次交付が交付されたことから計上をいたしております。 

 １１ページをお願いします。 

 ２０款１項１目１節他会計繰入金は、令和６年度決算に伴う介護保険特別会計からの過年度精

算に伴う繰入れになります。また、２節の基金繰入金は、本補正の収支の均衡を図るため、財政

調整基金より繰入れを７,２６９万７,０００円減額をしております。 

 その他特定財源につきましては、歳出の項目で説明をさせていただきます。 

 歳出でございますが、主な事業を中心に御説明をさせていただきます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 ２款１項５目、区分１、財産管理費は、当市が所有する公用車におきましてテレビ放送が視聴

な機能が備えており、ＮＨＫと受信契約が必要であるが未契約となっているものがございました。

ＮＨＫ大分放送局と支払額について協議を進め、未払い額が確定しましたので計上するものにな

ります。 

 １７ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目、区分１、企業立地促進事業は、新たな雇用機会の創出や地方経済振興の促進を

後押しするため、由布市庄内町に由布市工場を増設した株式会社ＡＫシステムに対し、助成金と

して交付するため計上するものです。 

 ２款１項７目、区分１、行政事務情報化推進事業は、土地開発等に関する申請において、その

開発等に必要な条件や条例等の要件を満たさなければならない事項がエリアごとに異なり、職員

の負担が多く、説明の有無がトラブルの要件になり得ることから、ＡＩを活用し情報共有や抽出

チェック、条例や事項等の考察を行い、画一的な窓口対応を提供するためのシステム開発業務を

計上するものでございます。特定財源として県補助金を充当しております。 

 １９ページをお願いいたします。 

 ２款１項９目、区分３から区分５の地域コミュニティ形成促進事業、庄内、挾間及び湯布院は、
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庄内地域阿蘇野地区、挾間地域谷地区、湯布院地域湯平地区の３地区のまちづくり協議会に対し、

活動の取組を推進するため交付金を計上しております。財源として、各協議会に寄附されたふる

さと納税を充当しております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 ２款５項２目、区分１、国勢調査事業は、１０月から行われる国勢調査に対し県委託金が確定

したことから、指導員、調査員の報酬を追加計上しております。財源として県支出金を充当して

おります。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 ４款１項４目、区分１の予防接種推進事業は、高齢者新型ワクチン定期接種事業において、令

和７年度に入り国からの助成事業終了が決定したことから、諸収入において４,１５０万円の交

付がなくなりました。このことから、１人当たり１万５,６００円かかる予防接種のうち、他の

予防接種における自己負担等を鑑み、当初予定していた自己負担額２,０００円を３,０００円増

額した５,０００円として御負担いただくこととして、新型コロナワクチン予防接種事業を実施

することとし、事業費を減額するものです。 

 ４款１項５目、区分１、水道未普及地域改善事業は、由布市挾間町朴木の水道組合が管理する

水道施設を改良するため、水道施設整備補助金の申請がなされたことから計上するものです。 

 区分２、火葬場運営整備事業は、本年度より市営火葬場における残骨灰の取扱いを変更したこ

とに伴い、残骨灰で得た収入を火葬場利用者の環境改善につなげるため、施設に係る改修費等を

計上するものです。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 ６款１項４目、区分１、畜産経営支援事業は、県要綱の改正があり、更新促進対策事業及び高

能力雌牛保留促進対策事業が追加されたことに伴い、畜産事業者１６者から申請がなされたこと

から計上するもので、申請に係る費用を頭数に応じ県・市が補助することとしております。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 ７款１項３目、区分１、観光振興事業の委託料は、湯布院地域におけるインバウンドを中心に

多くの観光客が来訪し、特に湯の坪街道周辺エリアではトイレ不足が顕著になっていることから、

この状況を把握し解消に向けて策を検討するため、由布院エリアトイレ改善支援業務を計上する

ものでございます。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 ８款２項１目、区分２の道路整備事業、防衛調整交付金事業は、市道並柳２号線道路改良事業

に伴う水道管移設のため、工事負担金を計上するものです。 

 区分４、道路整備事業単独は、市道北方中央線など４路線の改良工事のため、測量設計費や用
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地購入費に伴う費用を計上いたしております。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 １０款５項１目、区分１、学校給食センター管理事業は、今年度になって洗浄機修繕が急遽発

生したため、給食センターに係る修繕費を追加計上するものになります。 

 ４９ページをお願いいたします。 

 １１款２項１目、区分１、公共土木施設災害復旧費は、令和６年台風１０号に係る災害復旧で

市道三船橋目ノ子迫無田線の復旧のため、水道管及び排水管の仮設に係る工事負担金となります。 

 １２款１項１目、区分１、元金及び２目の区分１の利子は、令和６年度の市債借入れにおいて、

２年据置きの借入れを予定しておりましたが、日本銀行における長期金利を検討した結果、２年

据置きを行わないこととしたことから、元金を増額し利子を減額するものです。 

 詳細説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８６号について詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（河野 妙子君） 保険課長です。議案第８６号につきまして詳細説明をいたします。 

 議案第８６号、令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度由布市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億６,３５４万９,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億７,７０３万１,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 今回の補正につきましては、今年度保険税率を改定したことによる税収額の補正と、令和６年

度決算による繰越金及び交付金等の額の確定に伴う返還金についての補正でございます。 

 事項別明細書により御説明させていただきます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 上段、１款１項１目一般被保険者国民健康保険税につきまして、保険税率を改定したことによ

り、収入見込みを再算出し増額補正をしております。 

 １１款１項２目、区分１、その他繰越金８,８８８万円でございますが、令和６年度決算によ

る繰越金でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ５款１項１目、区分１、基金積立金１億３,２０２万１,０００円でございますが、令和６年度
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決算における繰越金から償還金を差し引いた残金及び保険税収の増加分を基金に積み立てるもの

でございます。 

 次に、中段、７款１項５目、区分１、保険給付費等交付金償還金でございますが、令和６年度

の国民健康保険給付費交付金が確定いたしまして過交付分の返還が生じたため、２,８３９万

３,０００円を計上しております。 

 次に、下段、７款１項８目、区分１、特定健康審査等負担金償還金でございますが、令和６年

度の特定健康審査等負担金が確定いたしまして過交付分の返還が生じたため、３１３万

５,０００円を計上しております。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８７号について詳細説明を求めます。高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。議案第８７号について詳細説明をいた

します。 

 議案第８７号、令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,７７３万７,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億６,３０１万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 まず、歳入ですが、事項別明細書７ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目介護給付費負担金、４款１項１目介護給付費交付金、５款１項１目介護給付費負

担金は、令和６年度の精算に伴う追加交付分による増額でございます。 

 ４段目の７款１項３目その他一般会計繰入金は、介護保険事務費を増額するものでございます。 

 ７款１項４目低所得者保険料軽減繰入金は、令和７年度の介護給付の負担額確定に伴い差額分

を増額するものでございます。 

 下段の８款１項１目繰越金につきましては、令和６年度の決算に伴い繰越額が確定したため増

額するものでございます。 

 次に、歳出ですが、９ページをお願いいたします。 

 上段、１款１項１目一般管理費については、限度額認定証と負担割合証等の様式の標準化に伴

う印刷製本費と介護認定調査で使用する公用車の修繕費を増額するものでございます。 

 中段、１款２項１目賦課徴収費の印刷製本費は、様式の標準化に伴う納付書作成のために増額

するものでございます。 
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 下段、１款３項１目認定調査費の印刷製本費は、様式の標準化に伴う被保険者証作成のために

増額するものでございます。 

 １１ページをお願いします。 

 １款４項１目地域包括支援センター運営協議会費の報酬は、運営協議会が当初より会議の回数

が増えるため増額するものでございます。 

 中段の２款１項１目介護サービス等諸費から同款の２項１目介護予防サービス等諸費、

１３ページをお願いいたします。同款の４項１目高額介護サービス等費、同款５項１目高額医療

合算介護サービス等費においては、補正額はゼロでございますが、先ほど歳入で説明いたしまし

た７款１項４目低所得者保険料軽減繰入金の４万２,０００円の充当先といたしまして、１項

１目介護サービス等諸費３万８,０００円、２項１目介護予防サービス等諸費１,０００円、４項

１目高額介護サービス等諸費１,０００円、５項１目高額医療合算介護に２,０００円を明記して

おります。 

 続きまして、下段の３款１項１目介護給付費準備基金積立金は、令和６年度の繰越金の２分の

１と利益分を増額するものでございます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 ５款１項２目償還金は、令和６年度精算に伴い地域支援事業交付金の額が確定したため、返還

分を増額するものでございます。 

 ５款３項１目他会計繰出金は、令和６年度の精算に伴い一般会計の繰入金の額が確定したため、

一般会計の繰入金への返還分を増額するものでございます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８８号について詳細説明を求めます。保険課長。 

○保険課長（河野 妙子君） 保険課長です。議案第８８号について詳細説明をいたします。 

 議案第８８号、令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度由布市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４８万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６億７,９９４万７,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 今回の補正は、令和６年度の決算に伴う繰越金の予算措置でございます。 

 事項別明細書により御説明をさせていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 
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 歳入の４款１項１目繰越金と８ページの歳出、４款１項１目予備費にそれぞれ２４８万

３,０００円を追加し、補正後の額といたしましては、繰越金を２４８万４,０００円、予備費を

２５８万５,０００円とするものでございます。 

 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第８９号について詳細説明を求めます。環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） 環境課長心得です。議案第８９号について詳細説明します。 

 議案第８９号、令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）。 

 第１条、令和７年度由布市農業集落排水事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 第２条、令和７年度由布市農業集落排水事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正する。 

 款の科目の補正予定額と計のみ読み上げさせていただきます。 

 収入、第１款農業集落排水事業収益、補正予定額９５４万３,０００円、計９,０８５万

６,０００円、支出、第２款農業集落排水事業費用、補正予定額９６７万７,０００円、計１億

１,０４８万８,０００円。 

 第３条、予算第４条の２中３５０万円を４９５万５,６６１円に、３００万円を２０６万

２,７０９円に改める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 詳細につきましては補正予算説明書で御説明いたしますので、３ページをお願いいたします。 

 まず、上段の収益的収入でございます。 

 １款１項２目１節受託工事収入９５４万３,０００円の増額につきましては、支出の請負工事

に伴う受託工事収入でございます。 

 次に、下段の収益的支出でございます。 

 ２款１項３目３０節請負工事費９５４万２,０００円の増額につきましては、市道の災害復旧

工事に伴う管渠仮説工事の追加計上でございます。 

 ２款２項１目３８節企業債利息１３万５,０００円の増額につきましては、企業債利息の増額

によるものでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 令和７年度由布市農業集落排水事業開始貸借対照表でございます。 

 こちらは、農業集落排水事業の地方公営企業法適用の開始に伴って作成した財務諸表でござい

ます。本表中、２.流動資産の（２）未収金４９５万５,６６１円及び４.流動負債の（２）未払

金２０６万２,７０９円については、令和６年度決算の確定に伴いその額が確定いたしました。



- 85 - 

補正予算第３条は、これを反映するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 次に、議案第９０号について詳細説明を求めます。水道課長。 

○水道課長（平山 浩二君） 水道課長です。議案第９０号につきまして詳細説明をいたします。 

 議案第９０号、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第２号）。 

 第１条、令和７年度由布市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、令和７年度由布市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

 款の科目の補正予定額と計のみ読み上げさせていただきます。 

 収入、第１款水道事業収益、補正予定額６４９万５,０００円、計８億８,８００万

９,０００円。支出、第２款水道事業費用、補正予定額６７８万４,０００円、計８億

６,６７７万１,０００円。第３条、予算第４条本文括弧書き中、不足する額３億６４６万

２,０００円を不足する額３億９５８万４,０００円に、過年度分損益勘定留保資金３億６４６万

２,０００を過年度分損益勘定留保資金３億９５８万４,０００円に改め、資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第３款資本的収入、補正予定額５,９２６万４,０００円、計６億６,８１９万

７,０００円。 

 支出、第４款資本的支出、補正予定額６,２３８万６,０００円、計９億７,７７８万

１,０００円。 

 第４条、予算第７条中、起債の目的、建設改良事業、限度額４億９,３６０万円を５億

４,０５０万円に改める。 

 令和７年９月４日提出、由布市長。 

 詳細につきましては補正予算説明書で説明いたしますので、６ページ目をお開きください。 

 まず、収益的収入でございます。 

 １款２項５目２節その他雑収益６４９万５,０００円の増額につきましては、消費税の確定申

告に誤りが発見されたため、５年分の更正の請求を実施いたしまして消費税の返還を受けました。 

 水道事業において、南部谷地区水道施設建設に伴う償還元金の支払い分については、市補助金

として一般会計より繰入れを行っています。この補助金については、消費税確定申告時に特定収

入として扱い、借入れ時の税率で計算しなければならないところ、認識の相違で申告時の税率で

計算をしており、消費税を多く納付していたことが判明し更正の請求を行いましたが、更正の期

間が５年間のため、それより前の返還を受けることができませんでした。 

 次に、収益的支出です。 
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 ２款１項２目１５節委託料３２５万円の増額につきましては、用地測量業務委託によるもので

ございます。 

 １６節手数料５３万５,０００円の減額につきましては、科目の相違による減額でございます。

その分を、資本的支出の委託料へ振り替えて計上しております。 

 ３０節請負工事費１００万円の増額につきましては、電子メーター検定満期交換に伴う請負工

事費の増額によるものでございます。 

 ２款１項４目３節手当１５０万円の増額につきましては、時間外手当の追加による増額でござ

います。 

 ２款２項１目３８節企業債利息１５６万９,０００円の増額につきましては、企業債利息の増

額によるものでございます。 

 ７ページをお開きください。 

 資本的収入でございます。 

 ３款１項１目１節建設企業債４,６９０万円の増額につきましては、支出の請負工事費の計上

に伴う水道事業債の増額でございます。 

 ３款２項１目１節工事負担金１,２３６万４,０００円の増額につきましては、支出の委託料及

び請負工事費に伴う工事負担金でございます。 

 ８ページを開きください。 

 資本的支出でございます。 

 ４款１項１目１０節備消耗品費４２万１,０００円の増額につきましては、配水流量計の購入

によるものでございます。 

 １５節委託料３,０９７万８,０００円の増額につきましては、市道並柳２号線道路改良事業に

伴う送配水管布設替工事実施設計業務委託、低区配水池本管移設に伴う管理道路設置工事測量設

計業務委託、低区配水池小ヶ倉水源付近、並柳導水管の用地購入に伴う不動産鑑定業務の追加で

ございます。 

 ３０節請負工事費３,０７６万７,０００円の増額につきましては、市道上市無田１号線道路改

良に伴う配水管布設工事ほか３件の配水管等の布設替工事及び谷地区送水用電磁流量計変換器更

新工事ほか２件の機器更新工事の追加計上でございます。 

 ４４節用地購入費２２万円の増額につきましては、水道施設用地購入費によるものでございま

す。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 給与費明細書でございます。内訳を記載しておりますので、御一読ください。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（甲斐 裕一君） 以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

 お諮りします。先ほど上程しました諮問第３号から諮問第６号並びに議案第７５号の人事案件

については、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに全員による審

議にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、直ちに全員による

審議とすることに決定しました。 

 まず、日程第１６、諮問第３号、人権擁護委員の推薦についてを議題として質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより諮問第３号を採決します。本案は原案に対し適任と答申することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（甲斐 裕一君） 起立多数です。よって、本案は原案に対し適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、日程第１７、諮問第４号、人権擁護委員の推薦についてを議題として質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより諮問第４号を採決します。本案は原案に対し適任と答申することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（甲斐 裕一君） 起立多数です。よって、本案は原案に対し適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、日程第１８、諮問第５号、人権擁護委員の推薦についてを議題として質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんせんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより諮問第５号を採決します。本案は原案に対し適任と答申することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（甲斐 裕一君） 起立多数です。よって、本案は原案に対し適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、日程第１９、諮問第６号、人権擁護委員の推薦についてを議題として質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより諮問第６号を採決します。本案は原案に対し適任と答申することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（甲斐 裕一君） 起立多数です。よって、本案は原案に対し適任と答申することに決定し

ました。 

 次に、日程第２１、議案第７５号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題としま

す。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（甲斐 裕一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第７５号を採決します。本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求
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めます。 

〔議員15名中起立15名〕 

○議長（甲斐 裕一君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（甲斐 裕一君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、９月８日の午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締切りは明日の正午まで、また、議案質疑に係る発言通告

書の提出締切りは９月９日の正午までとなっておりますので、厳守をお願いします。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午後４時27分散会 

────────────────────────────── 


